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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（若山武信君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、５番五十嵐議員、９番東議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長に報告させます。 

〇議会事務局長（井波雅彦君） 報告いたします。 

 本日の議事日程につきましては、第２号のとおり

であります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（若山武信君） 日程第３ これより一般質

問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序１、１、新型コロナウイルス感染症につ

いて、議席番号４番、鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 おはようござい

ます。通告に基づきまして、議席番号４番、鈴木明

広、質問いたしますので、ご答弁のほどよろしくお

願いいたします。 

 それでは、質問に入らせていただきます。件名１、

新型コロナウイルス感染症について、項目１、生活

保護についてお伺いします。新型コロナウイルス感

染症の拡大の長期化によりまして、中小企業の倒産

や個人自営業者の閉店や廃業件数が増大していくこ

とが懸念されております。国の第１次補正予算修正

後の事業規模は117.1兆円になり、ＧＤＰ比では２割

にも及ぶ史上最大の規模と政府は自画自賛するので

すが、実質的な補正予算の規模である真水の部分は

25.7兆円しかなく、諸外国の平均よりやや多いぐら

いであります。今後もさらなる財政出動は、２次補

正されましたが、あるのではないかと思われますが、

日本の現在の金融、財政の厳しい状況を鑑みますと、

大規模な財政出動はかなり難しいと予想されます。

そうなりますと、今後の経済状況がますます逼迫し

て悪化してまいりますと生活弱者にさらなるしわ寄

せが来ることは必至であると思われます。報道によ

りますと、生活保護受給者が急増しております。福

祉関係者の間では、リーマンショック時の2008年９

月の158万人が200万を突破したリーマンショック後

の申請増加になるという観測が広がっております。 

 新型コロナによりまして国内は異常経済となって

おり、マスク、アルコール消毒類、衛生資材等は品

薄状態が続き、供給不足により従来の市場価格をは

るかにしのぐ高騰が継続しておるわけです。現在は

若干緩和された点もございます。市民の方々からは、

そういう方面への出費がかさんでいる、今後どうな

るか不安であるという声を多数聞いております。ま

た、対ウイルス防護用品等でなく、食料品や日用生

活品においても需要の悪化や流通事情の停滞から価

格の上昇トレンドが発生している商品も多々ありま

す。 

 このような未曽有の経済危機に際して、私は緊急

の措置といたしまして、１番目として、生活保護受

給の審査の簡素化をして困窮者ヘの早急な支援を行

うこと、２番目といたしましては、生活保護基準を

引き上げて、いわゆる新コロナ加算を行うべきであ

ると思いますが、伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 生活保護についてでございま

すけれども、まず生活保護受給の審査の簡素化とし

て、困窮者への早急な支援をというご質問であった

かというふうに思いますけれども、厚生労働省より、

新型コロナウイルス感染防止等のための生活保護業

務等における対応についての通達がございまして、

可能な限り速やかな保護決定に努めることとされて

おります。 
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 また、一時的な収入の減少により保護が必要とな

る者につきましては、保護開始時において就労が途

絶えてしまっているが、緊急事態措置期間経過後に

収入が増加すると考えられる場合には現に通勤用自

動車を保有しているときは保有を認めるよう取り扱

うこととされております。さらに、臨時または不特

定就労収入、自営収入等の減収により要保護状態と

なった場合であっても、緊急事態措置期間経過後に

収入が増加すると考えられる場合には増収に向けた

転職指導等は行わなくても差し支えないこととされ

ております。また、自営に必要な店舗、機械器具等

の資産の取扱いについては、現にその資産の保有を

しているときは保有を認めるよう取り扱うこととさ

れておりますので、これらを踏まえ、現時点では相

談等はありませんが、いつ終息するか先は見えない

状況ですので、今後も可能な限り速やかな保護決定

に努めてまいりたいと思います。 

 次に、生活保護基準を引き上げて新型コロナ加算

を設けることについてでございますが、生活保護事

務は法定受託事務でございまして、国が本来果たす

べき役割に係る事務でございまして、国においてそ

の適正な処理を特に確保する必要があるものとし

て、必ず法律またはこれに基づく政令により事務処

理が義務づけられておりますので、国による法改正

などがない限り、市独自に新型コロナ加算等を設け

ることはできませんので、ご理解いただければと思

います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 答弁ありがとう

ございました。特別定額給付金が一定程度効果があ

って、比較的今落ち着いているということを担当課

の方からご答弁を調整でいただいたのですけれど

も、しかしながら今後どういう不測の事態が生じる

か知れないので、例えば物すごい勢いで感染が広が

った場合、物流が止まった場合とか、そういうふう

なものを想定いたしますと、そういう場合には国の

指示を待っていられないこともあると思うので、そ

ういう場合には市独自で特別の措置とか、ある程度

緊急の事態に備えて、不測の事態に備えまして検討

していただきたいというのは要望としてお願いいた

します。 

 続いて、項目２、今年度の税収状況について伺い

ます。財務省の税収実績発表によりますと、３月の

国の一般会計税収は前年同比9.2％減の２兆6,660億

円、４月は前年同期より29.4％少ない４兆3,869億円

でありました。新コロナウイルスの感染拡大の影響

で、所得税の確定申告や納付期限を１か月間延長し

たことが影響したということが主なる原因であると

考えられます。新コロナウイルス感染の長期化によ

る未曽有の経済危機が懸念されているので、今年度

の税収については今後もその推移を逐次注視してい

かなければならないと思います。国の税収が前年比

大幅に減少しておりますが、赤平市の現時点での税

収の状況について伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 税収の状況についてでござい

ますが、令和２年度予算で歳入の約8.1％を占める市

税収入、５月末での状況でございますが、調定金額

６億6,700万円に対しまして収入額は１億1,300万円

ほどで、収納率16.9％となっております。これは、

現時点で前年同月と比べ、マイナス１ポイント程度

でございまして、大幅に減少している状況ではない

と認識しております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 現時点では、税

収の落ち込みは誤差の想定内ではないかと思われま

す。また、当市は、自主財源に占める割合がもとも

と低いのと年金生活者の比率が相対的に高いことが

極端な税収の低下の抑制効果に寄与しているのでは

ないかと思われます。しかしながら、今後の企業の

経営状態いかんによりましては、失業者が発生する

懸念があります。その場合は、恐らく当市から社会

的移動者が増加するであろうと察せられます。とり

わけ生産年齢人口の人口動態を注視していかなけれ

ばならないのではないかと考えておりますので、こ

の私の考えを共有していただきたいと思います。 
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 次、項目３、来年度の税収見込みについて。コロ

ナ禍の世界経済は、ＩＭＦの実質ＧＤＰ成長率の見

通しによりますと2020年はマイナス３％の成長で、

日本はマイナス5.2％の成長予想、今年度後半で感染

拡大が終息するという楽観的な前提で来年度はプラ

スに転じ、世界全体では5.8％、日本はプラス3.0％

の成長の見込みであります。しかし、来年度に新た

な感染拡大が起これば、低成長は避けられないとい

う厳しい予想もあります。今年度の世界経済の落ち

込みによりまして、主要10か国は財政赤字を急拡大

させております。 

 とりわけ我が国は、対ＧＤＰにおける公債債務残

高は250％となり、75年前の敗戦に匹敵する異常事態

であります。新コロナ非常時の緊急的な財政出動に

おける真水の部分が少ないのは、この影響であると

考えております。そうなりますと、来年度以降の国

の一般会計における歳入不足を穴埋めする追加の赤

字国債発行は厳しくなると憂慮されております。取

りも直さず、それは今後の地方財政計画に暗い影を

落とすことは免れないと考えざるを得ません。 

 さらに、地方交付税において４割以上の原資を負

担する東京都の個人、法人税の減収についても懸念

されているわけです。報道によりますと、東京都は

新コロナウイルスの緊急事態宣言延長に伴う休業要

請に伴う追加協力金930億円などを含む5,800億円の

補正予算を５月中に発表しました。総額は、４月に

想定した8,000億円から約１兆円に拡大して、都の貯

金であります財政調整基金約8,000億円を取り崩し

て対応するとのことであります。この先東京都に、

現在訪れていると言われているのですけれども、第

２波、第３波が襲い、さらなる休業要請協力事業者

に支援金が給付されることを想定しますと、東京都

の財政悪化が懸念されるところであります。ちなみ

に、リーマンショック時の都税収入は、平成21年に

前年度5.3兆円から１兆円の大幅な減収になりまし

た。そうなりますと、地方交付税の原資確保という

のが危惧されるところでございます。 

 このようなカオスな経済状況での当市における来

年度の交付税収入額や地方税収入額の見込みについ

て伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 来年度の市税収入の見込みに

ついてでございますが、まずリーマンショックのあ

りました平成19年頃ですが、この時期は平成18年の

空知産炭地域総合発展基金問題ですとか平成19年の

財政健全化法の成立によりまして大変厳しい時期で

もございました。法人関連の税状況でございますが、

翌年はむしろ増加いたしまして、２年後の平成21年

頃が19年に比べ若干の落ち込みが確認されましたけ

れども、赤平市での法人市民税の影響は限定的なも

のでございました。このときは、人口減少傾向が強

まりまして、これに伴う市民税の減少が強くあった

ところであります。 

 来年度におきます市税の見通しにつきましては、

現時点における想定される範囲内での答弁とさせて

いただきますけれども、近年の市税調定総額の推移

は若干の減少傾向にあり、これは今後も継続するも

のと想定しております。これに加え、新型コロナウ

イルス感染症によるマイナス影響が出てきた場合、

市内の法人、市内居住の個人事業主、従業員の市税

に影響が出て、市税収入額の減少傾向が強まるもの

と考えております。以上のことから、今後も注視し

ていく必要があるというふうに考えてございます。 

 次に、来年度の交付税収入の見込みについてでご

ざいますが、来年度における交付税の見通しにつき

ましては、国から示される地方財政計画を待つべき

ところではございますけれども、現時点における想

定される範囲での答弁とさせていただきたいと思い

ますけれども、地方交付税における財源といたしま

しては所得税や消費税、法人税など国税収入の一定

割合が原資となりますことが地方交付税法で定めら

れております。これらの交付税収入の減少がそのま

ま地方交付税の減額につながるのではないかといっ

たご指摘でございますけれども、マクロベースでの

地方交付税の算定におきましては、地方財政計画に

よる地方公共団体の歳出の総額に対して歳入の総額
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では不足する分を補填するものとして算定されてお

ります。この算定額に対し、財源となる国税収入、

これが不足する場合には代替措置であります臨時財

政対策債により補填されることとなっております。

このたびの新型コロナウイルス感染症によりまして

交付税の原資となる国税収入への影響がどの程度と

なるのかにつきましては、現時点では定かではござ

いませんけれども、国の今後の動向を注視し、必要

な対策を講じなければならないと考えております。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 財源の補填に臨

時財政対策債を補うということは、結局借金の上に

借金を重ねてしまうので、全然国全体の借金も減ら

ないし、地方債と国の赤字が増えていくだけであっ

て、それがいつまで続くかということになるとちょ

っと不安なところがあります。 

 財政課長にお伺いしたいのですけれども、臨時財

政対策債の発行の前に私は恐らく、財務省がよく言

っているのですけれども、地方の貯金を使いなさい

と言ってくるのではないかと思います。財政調整基

金から先に使って、そして臨時財政対策債の発行は

抑えたいというふうに感じるのですけれども、どの

ようにお考えでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 財政課長。 

〇財政課長（丸山貴志君） ただいまのご質問につ

きましてお答えしたいと思います。 

 現時点では、確かに各市町村が保有している基金

につきましては、幾たびか過去にも議題というか、

問題にはなっているところなのですけれども、これ

につきましては交付税の補填に使うという、そこま

での見解ということはまだ示されていないところで

ありますので、こちらにつきましても今後の国の動

向は注視しなければならないかなと考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 まだ現段階だと

地方交付税の算定は７月にならないとちょっと分か

らない部分があるので、私のほうとしましては、今

後９月になりますと大手企業とかの中間決算報告等

で大体経済状況がマクロ、ミクロで分かってくると

ころがあるので、９月にこの件についてはもう一度

深く詰めていきたいと思います。 

 続いて、項目４、一般住民への抗体スクリーニン

グ検査についてお伺いいたします。日本医師会のＣ

ＯＶＩＤ―19有識者会議メンバーの石川横浜市立大

学副学長は、ＣＯＶＩＤ―19、新コロナウイルスの

抑制は季節性インフルエンザと同様であり、診断法、

治療法、そしてワクチン開発が三位一体として開発

されるべきであると考え、迅速で正確な抗体検査は

患者の層別化、データの特徴においてグループ分け

することを可能にし、医療者の負担と自身の感染不

安の軽減に不可欠であり、国民には安心と安全をも

たらすとした上で、抗体検査は今後のＣＯＶＩＤ―

19の制御の鍵と考えられるが、安定供給を確保する

ためにも複数の国産検査試薬の開発が重要であると

提案しております。 

 報道によりますと、国内外で一般住民の抗体検査

が行われまして、４月にはニューヨーク市内では21

％、その他の郊外では４％、南カリフォルニアでは

５％程度の陽性率が判明しました。本邦におきまし

ては、抗体検査においてプレシジョン・メディシン、

精密医療に取り組む東京大学先端科学技術研究セン

ターがん・代謝プロジェクトプロジェクトリーダー

の児玉龍彦名誉教授のチームが東京都内の新型コロ

ナウイルスの感染状況を調べるために、臨床検査の

民間大手、ＬＳＩメディエンスの協力を得まして500

人分の残余検体抗体検査を行いまして、0.6％が陽性

だったことが５月15日に明らかになりました。東京

都の人口推計1,398万人に基づき計算した場合、約８

万3,880人が感染しており、検査時に東京都が公表し

ておりました感染者数の約18倍が感染している計算

となることを報告しております。 

 ＣＯＶＩＤ―19と共存していくためには、最終的

に人口の60％から70％程度の人間が免疫を保有し

て、いわゆる集団免疫を形成する必要があるとされ

ております。目的達成の数と児玉チームの結果を照
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らし合わせますと、新コロナ感染症はまだスタート

したばかりであり、長期戦で気を緩めることはでき

ないと肝に銘じておく必要があるのではないかと思

います。 

 児玉氏は、独自でインターネットを通じまして、

抗体検査は市民生活を営む上で人口中の感染比率を

知ることと、感染リスクが高く罹患者が既に出てい

る職種であります警察、消防、学校、病院、老人施

設等の従事者、なかんずくライフラインに関わる人

々の抗体検査を春の健康診断時に行い、陽性反応が

出たらＰＣＲ検査を行うことの大切さを提唱してお

ります。検査は、化学発光法によります定量化血液

の抗体、ＩｇＧ、ＩｇＭを共通の標準試料でキャリ

ブレーション、計器を調整し、定量的に多数を全自

動で血液サンプル、血清または血漿0.5ミリリットル

で比較的安全に迅速に測定できるので、簡単かつ安

全であると思われます。 

 当市におきましては、ぜひ定期的な抗体検査を行

い、感染防止に努めると同時に、定量、大量で継続

的な抗体検査を行うことによりまして、市中におけ

る疫学的なデータを市民に示すことにより感染予防

の啓発につながるので、市独自で行ったほうがよい

のではないかと思っております。さらに、この冬は

専門家によりますとインフルエンザＡとＢのダブル

流行が予測されておりますが、病院ではインフルエ

ンザかＣＯＶＩＤ―19かは検査しなければ判別が不

能です。今後厚労省が国内外の批判を真摯に受け止

めてどの程度ＰＣＲ検査数を増やすか否かに左右さ

れますが、現況ではＣＯＶＩＤ―19を検査できる医

療機関は限定的であることを踏まえれば、冬のイン

フルエンザ流行期の前に抗体検査を行うことにより

患者が抗体を持っていることが事前に分かりますと

医療関係者も安心してインフルエンザ検査と診療が

できるという便宜点があると思います。 

 幸いにしまして現時点では当市内ではＰＣＲ検査

ではまだ陽性者が確認されておりませんが、私は今

後数年にわたるＣＯＶＩＤ―19との闘いは始まった

ばかりであり、万全な備えのためにぜひ一度一般住

民のスクリーニング等の抗体検査を行うことを切に

望むのでございますが、見解を伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 一般住民等への抗体スクリー

ニング検査についてでございますが、新型コロナウ

イルスの抗体スクリーニング検査は、その感染の広

がりを検証し、今後の感染予防施策、住民への啓発、

住民一人一人の感染防止に関する意識の維持、向上

に重要であると考えております。人口密度の違いや

電車、店舗など３密をつくり出す環境の違いは大き

いですが、国が大阪府、東京都、宮城県に行った抗

体検査を基に北海道の感染者を推計いたしますと、

感染率が比較的高い大阪府の抗体保有率で計算した

場合、札幌市を除く道内市町村で5,000人近い潜在の

感染者がいると考えられ、感染率が低い宮城県の抗

体保有率でも500人ほどの潜在の感染者がいると言

えると思います。このような状況から考えますと、

抗体検査によって潜在的感染者が自身の感染歴を知

ることやこれだけの潜在的感染者の中で自身の感染

歴がないことを知ることで今後の感染予防に関する

考え方や生活の仕方などに変化が生じることと考え

ております。 

 ただ、現在感染者が持つ抗体が今後感染を起こさ

ないことを保証するという抗体ではないことを認識

していただくことが大切であると思います。また、

抗体が陽性であることは感染歴があるということで

ございまして、様々な人権問題につながることから、

その取扱いには最善の注意が必要であり、また市の

疫学調査レベルで特定の職業に対し組織的に無作為

抽出を行い、検査を行うことも個人情報の取扱いか

ら注意して行う必要がございます。 

 しかしながら、長い時間をかけて共存していかな

くてはならないウイルスを考えますと、感染者の広

がりを住民と共有していくということは必要なこと

であると考えておりますので、国や道、もしくは研

究機関の協力を得ながら、まずは感染リスクの高い

職種の中で希望する者を中心に抗体検査を実施でき

る体制の整備について検討を進めてまいりたいと思



 －50－ 

います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 体制の整備につ

いては検討していただけるということなのですけれ

ども、個人情報云々ということがございましたが、

一般的にコーホート、いわゆる集団で抽出しました

検査におきましては抗体検査では暗号化するので、

個人情報は秘匿のまま、そしてデータだけを発表す

るという形になって、私が述べました集団検診等で

やる場合には抗体があったから、これは有効な定量

を満たしているかどうかは分からないので、ＰＣＲ

を行っていくということを述べているので、若干ニ

ュアンスが、捉え方が違うのではないかと思うので、

個人情報については私の考えている方法だと心配は

ないのではないかと思われます。 

 それで、ここで要望をちょっとしたいのですけれ

ども、まず第１番目にやらなければならない抗体検

査というのは、いわゆるエッセンシャルワーカー、

先ほど述べました医療関係者、介護福祉、警察、消

防、病院、ほかの人が取って代わることができない

ような仕事のことを指し、述べているのですけれど

も、その方を中心に、私先ほど質問の中では春の定

期検診にどうだというふうに、児玉さんの考えを採

用したらどうだと、もしそれがかなわない場合だっ

たら、エッセンシャルワーカーの方々の中から抽出

してまず抗体検査を行うということがいいと思いま

す。 

 第２点目としましては、インフルエンザＡ、Ｂに

関わるのですけれども、私今第１波か第２波か、日

本のＰＣＲ検査の少なさからいうと何が第１波か第

２波かが分からなくて、正直なところ次の波としか

言いようがないのですけれども、次の波が高確率で

襲ってくることを念頭に置きまして、今年度は専門

家の方からインフルエンザＡ、Ｂの両方がはやる予

測であると。そして、最近の外国の文献を読みます

と、どうやらインフルエンザとＣＯＶＩＤは両方併

発することもあるそうだと、そういうふうに非常に

どきっとするような報告もなされております。 

 それで、あかびら市立病院は発熱、だるさを主症

状としましたインフルエンザとＣＯＶＩＤ―19の症

状というのは、疑似症状の患者が季節性のインフル

エンザですから一挙に来院する可能性があります。

実際毎年インフルエンザの季節はわっと押しかける

ということを聞いております。そうしますと、どう

いうふうにして診療まで持っていくかとなります

と、季節性の場合ですとまず子供の場合に多いのが

マイコプラズマ肺炎です。次に今言ったインフルエ

ンザ、そして溶連菌感染症、もう一つはＲＳウイル

ス感染症等の可能性を消していかないといけない。

そうすると、しっかりして隔離されたところでその

検査で可能性を潰していく間に一般の健常者の感染

していない患者さんと確実に分けなくてはいけない

のではないかと、時間がかかるわけですから、一つ

一つ潰していくために。 

 そうすると、今の現状で入り口でセパレーション

があって簡易的に分けている対策だと私は非常に危

ないのではないかと思うのです。この間も見てきた

のですけれども、ちょっと緩いのではないかと思わ

れます。そうしますと、現在の院内の振り分け形態

を変えて、私は院外にプレハブを持って、発熱外来、

もしくはインフルエンザ外来でも構いませんから、

そこで必ず一回問診なり健診を行って、そして判断

して、疑わしいとなったらＰＣＲをやるのか、そし

てＣＴを撮るのか、そして病院にどう入れていくの

かという動線の確保をもう一度しっかり確認して確

立しておかないと、これは医療崩壊につながるよう

な可能性が高いので、ぜひともお願いしたいと思い

ます。 

 続いて、５番目の新型コロナの子供の川崎病類似

症についてお伺いします。時間的にダイジェストで

省いて質問しますので、よろしくお願いします。川

崎病に似ている症状を時系列で整理してみますと、

５月13日、米国ニューヨーク州でクオモ知事が川崎

病類似症の子供が102人おり、71人が重症化してＩＣ

Ｕに収容されましたと。病名は多臓器炎症疾患であ

り、症状は発熱、腹痛、発疹が特徴でありました。



 －51－ 

102名中、ＰＣＲ検査で60％が陽性、40％が抗体を持

ち、高い感染率でありました。43％が当時入院中で、

これまでに５歳、７歳、18歳の３人が死亡しました。

同様なケースが15日には、フランスのマルセイユで

感染した９歳の男児が全身の血管に炎症が起こる川

崎病に似た症状を発症し、９日に心筋炎が死因で死

亡しました。新型コロナ症状はなかったのですが、

陽性だったということが分かります。同日15日、Ｗ

ＨＯのテドロス事務局長がジュネーブで、子供が川

崎病に類似した症状で集中治療を受けるケースが欧

米諸国で少数ながら増えていると全世界の臨床医に

警戒を呼びかけました。テドロス氏は、初期段階の

研究ではこの症状が新型コロナウイルスに関連があ

る可能性が示されていると指摘しました。 

 日本におきましては、日本川崎病学会では現時点

で川崎病を担う医師56人から本年の２月から４月に

診断した川崎病の数は前年度と同程度か減少であ

り、川崎病と新型コロナの関連を示唆できるような

情報は得られていないとの見解を出しています。ア

ジアにおいては、ソウルで川崎病患者全員のＰＣＲ

検査でも陽性者はゼロ、上海でも症状は報告されて

おらず、日本川崎病学会では、以前川崎病に罹患し

た子供についても新型コロナにかかりやすい、重症

化しやすいということはなく、新型コロナにかかっ

ても川崎病を再発しやすいという根拠は見出せない

ため、必要以上に神経質にはならなくてもよいと発

表しております。 

 しかしながら、国内では５月までに感染拡大した

新型コロナウイルスは欧米から持ち込まれ、このウ

イルスが全国に拡散した可能性が高いとの国立感染

症研究所の発表を踏まえて、今後も油断はならない

と思います。今後は、危機管理の一環としまして、

保護者の方々には欧米でのエビデンスに基づく新コ

ロナ感染による川崎病発症との関連性について海外

の情報を注視しながら、随時国内の専門医学会の見

解について情報を発信し、保護者の不安解消に向け

るべきであると思いますが、伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 子供の川崎病類似症の保護者

への不安解消についてでございますが、議員のご指

摘にありましたように、現時点で日本においては川

崎病類似の重症例や川崎病と新型コロナウイルス感

染症との合併例は確認されておりませんが、今後予

測される感染拡大に備え、今後も引き続き川崎病類

似症を含め、感染症の動向に注視してまいります。 

 保護者への対応といたしましては、新生児訪問や

乳幼児相談、健診等の機会に、できるだけ不安をあ

おるようなことがないよう注意しながら適時情報提

供してまいりたいと思います。川崎病を含め、発疹

や発熱など感染症の症状が出た際には、受診控えな

どせず受診するよう保護者へ説明するとともに、必

要な方には速やかにＰＣＲ検査や抗原検査ができる

医療体制が構築されるよう、全国市長会を通して国

へ要望しておりますので、ご理解いただければと思

います。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 周知については、

具体的な対策準備が恐らくなされるのではないかと

期待しております。受診控えにつきましては、国立

成育医療研究センターの５月中旬の発表によります

と、過去１か月間で子供の予定受診や健診などの受

診を控えた方は31％、それで予定外の受診を控えた

方は46％もあったそうです。新型コロナウイルス感

染症によります川崎病の類似症の可能性というの

は、実はこのウイルスというのは非常に厄介でしつ

こくて、変異の連続でございまして、今までの固定

観念が通じなくなるので、油断をするとどういうふ

うな症状が発生するか分からないので、子供につい

ては健康に留意するためにも受診控えをしないよう

に、ぜひとも学校を通じて通達していただきたいと

思います。 

 続いて、項目６番、学校生活における新しい生活

様式の適用についてお尋ねしたいと思います。政府

の専門家会議がまとめました新しい生活様式の実践

例を読んでおりますと、それを学校生活に当てはめ

ますといろいろ不都合な点や実践は現実的に困難で
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はないかと思われるところがあります。例えば一人

一人の基本的感染対策におきましては、会話をする

際は可能な限り真正面を避ける。これでは教師は生

徒のほうを向いて授業ができなくなるというふう

に、全くの矛盾があります。また、人との間隔はで

きるだけ２メートル、最低１メートル空けるという

いわゆるソーシャルディスタンスを維持するために

は、１教室のキャパシティーでは10人ぐらいが限界

ではないかと思われます。また、日常生活を営む上

での基本的生活様式において３密の回避ということ

になっておるのですが、果たしてこれで教室におい

て生徒と教員のコミュニケーションが取れるのか、

甚だ疑問です。加えて、密になっている状態で体育

の実技では、例えば球技におきましては中学生です

とバスケットボール、バレーボール、サッカー等が

教育課程にあるのですが、ゲーム中にボディーコン

タクト、つまり接触が起こることは不可避であると

思われます。 

 つまるところ学校生活においては新しい生活様式

というのは成り立たないのではないかと思うのです

が、ご見解を伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 議員のご質問にもござい

ますが、授業の再開に当たっての学校における感染

症対策としましては、５月22日付、文部科学省から

発出されました学校における新型コロナウイルス感

染症に関する衛生管理マニュアル、いわゆる学校の

新しい生活様式の通知に基づきまして、１、身体的

距離の確保、２、マスクの活用、３、手洗い、この

３つを基本に行っているところであります。また、

同通知によりますと、新しい生活様式を踏まえた学

校の行動基準による地域の感染レベルはレベル１

で、この基準に基づくと身体的な距離の確保につき

ましては１メーターを目安に学級内で最大限の間隔

を取ること、感染リスクの高い教科活動や部活動に

つきましては十分な感染対策を行った上で実施とな

り、６月１日より小中学校を再開し、特に問題なく

現在に至っているところであります。 

 学校生活を送るにはこの生活様式に矛盾点が多

く、その考え方のご質問ですが、新型コロナウイル

スにつきましては個別の前例等がないため、教育委

員会としてはあくまで国が示すガイドラインを基本

に感染症対策を行っていくことが責務と考えてお

り、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 これは今まで経

験がないので、大変なことだと思われて、実際学校

現場に丸投げされているのが現状であろうと思いま

す。複数の教員からお話をお伺いしたところにより

ますと、やっぱり戸惑いながら学校生活を営んでお

るようでございます。最近北九州市で発生しました

学童の集団感染があったのですけれども、クラスタ

ー班の報告によると、教室内で子供が後ろを向いて

話して感染してしまったと。もう一つは、放課後下

校、よく子供たちは子供同士で群れるのですけれど

も、それでじゃれ合って感染してしまったと、そう

いうふうなリスクが高いということです。ゼロリス

クを目指していかなくてはならない中で、こういう

ふうに距離が何メートルというのは日常感覚的には

非常に難しいと思いますが、これからだんだん慣れ

ていきますと至らない点とか改良点とか出てくるの

で、そういう点を学校現場の教員等とぜひ意見を交

換して修正していただければよろしいのではないか

と思います。 

 次に、７番はちょっと割愛させていただきまして、

項目の８番、遠隔授業についてお伺いしたいと思い

ます。これもダイジェスト版で質問させていただき

ます。私は、子供の学びの機会を奪うことのないよ

うにして学力を維持するためには、学校というのは

休業中はＩＣＴを活用した遠隔授業を行うことで教

育課程を行っていかなければならない必要性をこの

休校中痛感したわけです。報道によりますと、学校

現場においても道内の公立高校ではインターネット

のビデオ会議を使った遠隔授業が広まっていたとの

ことです。例えば札幌の手稲高校では、ビデオ会議

の専用アプリのズームを使ったオンライン授業を生
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徒の自主参加という形で５月から学年別に週二、三

回、１日３時間の授業を行いました。また、十勝管

内の鹿追町の鹿追高校も、全生徒数140人を対象に遠

隔授業に取り組んだそうでございます。 

 そこで、私が教員にオンラインについて尋ねたと

ころがありまして、そこの中でそれに基づき、オン

ライン授業のクリアすべき問題点を６点ほど指摘し

たいと思います。まず、第１点に、生徒１人にタブ

レットもしくはＰＣを持たせる。いわゆるハードの

充実。２番目としましては、ネット環境が整備され

ていない生徒の自宅のためにＷi―Ｆi環境を補助す

る。３番目としましては、配信側の学校の教員が一

斉に課題を配信し、リモート授業を行うだけのハー

ドとソフトが不足しておりますので、教員がいる場

所のネット環境も必須であると。４番目としまして

は、教材を配信する側としては教材を作るためのス

キャナーや補助やアプリも必要であると。５番目と

しましては、全ての教員がＩＣＴに精通しているわ

けではございませんから、ＩＣＴに不慣れな教員に

指導できるサポート体制も必要であると。６番目は、

受け手側である児童生徒、学生の側にも問題があり

ます。例えば１世帯４人の家族が一つの家族で教育

を受ける場合を考えますと、月50ギガ掛ける４人分

になると回線容量の地域格差の問題も気になりま

す。特にネット回線インフラにつきましては、リモ

ート授業を先駆している大学のホームページ等を調

べてみましても、携帯通信を利用している学生が月

の高速データ通信量の上限を超えてしまいまして、

いきなり回線速度が遅くなる、いわゆるパケ死と言

われる、こういうことやサーバーダウンというトラ

ブルが多いことに驚かされます。 

 日本では小学校から大学、専門学校まで就学者数

はおよそ1,700万人いるわけでございますから、今後

大規模な工事を行って通信回線インフラを充実させ

なければ、オンライン授業は幾ら送り手側の学校が

奮闘努力をしましても、地域によってはとりわけ過

疎地での実現はかなり難しいということは明らかで

はないかと思われます。言うまでもなく、国が行う

べき喫緊のインフラ整備事業等は多々あると思われ

ますが、赤平市というのは第３波襲来に備えまして

リモート授業拡充のためにどのように環境整備事業

を進めるかお伺いいたしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 今般の新型コロナウイル

ス感染症拡大を受け、学校休業中におけるオンライ

ン学習等への対応を可能にするべく、令和２年度中

に１人１台端末を実現するＧＩＧＡスクール構想の

加速による学びの保障に関する国の補正予算を受

け、本市といたしましても本定例会に関連補正予算

を提案しているところであります。整備概要は、小

学校173台、中学校122台のタブレット端末整備、中

学校の高速通信化、家庭学習の通信機器として貸出

し兼用のタブレット、小学校50台、中学校30台の整

備などとなっております。今回の補正予算に伴う通

信機器整備は、全国一斉に実施するもので、各学校

にタブレット端末を納入するまで相応の期間がかか

るのではと懸念をしておりますが、遠隔学習を可能

とする貸出し兼用タブレットにつきましては早急に

納入できるように取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 以上のように、新型コロナ第３波が来た場合に対

応可能とするリモート授業に関する機器等ハード面

の整備は、今年度中には一定程度完了できる見通し

でありますが、今般の国の補正予算メニューもあり

ますＧＩＧＡスクールサポーターの配置などソフト

面の整備は地域の人材不足等により実施は難しく、

加速的にリモート授業を進めていくことは困難と考

えられますが、学校現場と協議しながらできること

から徐々に取り組んでまいりたいと考えております

ので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 非常に具体的な

答弁をいただいて、前向きに取り組んでいるという

ことがひしひしと伝わってきておりますので、頑張

ってほしいと思います。「東洋経済」という経済誌

では非常に格調の高い雑誌の中で、赤平市は実はデ
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ジタル化進展度、学校のランキングで全国５位なの

です。これは、いつも私が持ってくるとワーストだ

ろうというふうになっているのですけれども、これ

はどういうことかというと、インフラは非常に整っ

ている。そうすると、うまく進めれば、もし学校が

閉じられた場合、不測の事態が生じた場合には、サ

ポーターとかソフトを使えて配信できる体制が整え

ば、うまく授業を進めて子供の学習する権利を保障

できるのではないかと思われます。このようにすば

らしいインフラが整っているのですから、もう一頑

張り、ぜひとも予算を使って、あとはサポーターを

探すというのは札幌でも非常に難しいとお伺いして

おりますが、もしかすると遠隔サポーターという手

もあるかもしれないので、ぜひとも頑張って子供の

学習の権利を確保してほしいと思います。私の要望

として教育長にお願いいたします。 

 続きまして、最後の質問に参ります。学校におけ

る感染防止としまして、９番、学校のトイレ清掃、

消毒における感染の危険性についてお伺いしたいと

思います。世界一多忙と言われます教師の仕事に新

コロナ感染防止、予防対策で毎日教室や校舎にトイ

レの消毒作業が付け加えられました。教師は感染症

のウイルス対策の専門家ではないので、非常に危険

な作業であると危惧しております。 

 新コロナウイルスの感染が発生した当初、空気中

の飛沫感染に焦点が当てられておりましたが、最近

はトイレでのふん尿の飛沫が感染の主たる原因の一

つとして認識されております。例えば日本医師会Ｃ

ＯＶＩＤ―19有識者会議によりますと、中国グルー

プの研究ではＰＣＲを使用しましてＳＡＲＳ―Ｃｏ

Ｖ―２に感染しました73人の入院患者の便中のウイ

ルスについて、患者の53％が便でＲＮＡの陽性を示

しました。シンガポールの病院感染隔離病室の３名

の患者の測定では、トイレのドアハンドル、便器、

洗面所内で採取したサンプルからＲＴ―ＰＣＲによ

ってウイルスが検出されております。新コロナウイ

ルスは、腸管から吸収され、排せつ物となって一緒

に体外に放出されて、飛沫となり、トイレの床が暴

露されまして、それを上履き等で学校中に拡散しま

す。したがって、トイレの消毒、除菌は非常に重要

な仕事でございますが、ウイルスが濃密になってい

るところを消毒するのは、児童生徒はもちろんのこ

と、教師が行うべき仕事ではなく、プロが行わなけ

ればならない仕事であると考えられます。 

 名古屋市教育委員会は、５月28日に自民党市議団

が教職員から児童生徒に感染する危険性が高くなる

ということで、臨時休校後教育指導に苦慮する教職

員に教育以外の業務を負わせるのは困難だとして、

方針撤回と外部人材の活用を求める要望書を提出し

たそうです。これを受け、市教育委員会は、教員の

事務作業を補助する非常勤職員、スクールサポート

スタッフを全市立学校や幼稚園に配置しましてトイ

レ清掃を担ってもらうことを検討したとの報道があ

ります。 

 私は、新コロナ後の学校の清掃そのもの自体が教

師の感染リスクを高めることになりまして、教師が

感染した場合には、３密が非常に防ぎにくい学校で

最悪の場合は集団感染が発生する原因になることを

危惧しております。教師や児童生徒は消毒のプロで

はないので、感染リスクを高める行為は断じて私は

容認できるものではないと思っております。したが

いまして、当市においては教師並びに児童生徒のト

イレ消毒、清掃についてどのようにするのか見解を

伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） さきの質問でもお答えさ

せていただきましたが、学校再開後は学校の新しい

生活様式を踏まえ、教育活動を推進しております。

トイレにつきましては、１日１回以上の消毒、利用

後の丁寧な手洗いなど、感染リスクの低減策に組み

込まれておりますが、児童生徒の清掃場所から除く

指針はありません。諸外国の状況とは異なり、感染

レベル１の本市におきましては清掃活動についても

ほかの教育活動と同様に通学の感染リスク低減策の

対象として進めたいと考えておりますので、ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 
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〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 これも最近発表

されたものなのですけれども、ハーバード大学の建

築衛生プログラムの責任者であるジョージ・アレン

氏によりますと、まずトイレの環境をチェックする

ようにと、そして汚れたトイレの空気は外に出すよ

うにする。そして、可能であれば手をかざすだけで

使えるオートの水栓、そしてソープディスペンサー

を使うと、そしてハンカチよりはペーパータオルの

ほうがいいのであると。そして、私が考えているの

で一番大切なのは、トイレの入り口に抗菌のゴムマ

ットを置きまして、リースもございますから、それ

を定期的に替えることにより、床から広がらないよ

うにできるのではないかと思われますが、教育長さ

んの見解を伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） トイレからの感染防止対

策ですが、考えられるのが抗菌マット、または非接

触型の蛇口ですか、そういうものがありますので、

児童生徒の感染リスク低減のため、早急に何ができ

るか検討してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

〇議長（若山武信君） 鈴木議員。 

〇４番（鈴木明広君） 〔登壇〕 なるべく次の波

が訪れる前までにできることから検討を進めてお願

いしたいのですけれども、最初はマットぐらいはで

きるのではないかと思うので、よろしくお願いしま

す。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時００分 休 憩） 

                       

（午前１１時１０分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序２、件名１、赤平市の今後の新型コロナ

ウイルス対策について、２、町内会運営経費軽減に

ついて、３、自衛隊への協力について、議席番号７

番、御家瀬議員。 

〇７番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 議席番号７番、

新政クラブ、御家瀬遵、通告に従いまして質問させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 件名１、赤平市の今後のコロナウイルス対策につ

いて、項目１、赤平市独自のコロナウイルス対策に

ついて。今回の新型コロナウイルスにより、多くの

事業者が甚大な被害を被っております。飲食店は言

うに及ばず、各商店、製造業や建設業まで、まさに

経済活動が停滞している状況です。国においては、

一月の売上げが前年同月比で50％以上減少している

事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万

円を支給する持続化給付金、道においては休業要請

を受けた施設を休業した場合に法人30万円、個人事

業者20万円を支給する休業協力・感染リスク低減支

援金と、さらに経営持続化臨時特別支援金として休

業要請を受けた施設に10万円と国の持続化給付金を

受給する事業者に５万円を上乗せして支給すること

としています。 

 当市においても、４月中に飲食店等に20万円を支

給し、早い対応に各飲食店は一息ついたところです。

また、このたび新型コロナウイルス感染症対応地方

創生臨時交付金として、国から赤平市に約9,700万円

が交付されることになっております。私は、新型コ

ロナウイルス対策として国も道も赤平市も全てを吐

き出す覚悟でなければ、この苦境は乗り切ることは

できないと感じております。そこで、国からの給付

金だけで対策を終えてしまうのではなく、赤平市も

自ら身を切る覚悟で臨むべきだと思いますが、市長

の覚悟をお聞かせ願いたい。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 赤平市独自のコロナウイルス

対策についてでございますが、当市における状況と

いたしましては、北海道が非常事態宣言を発したこ

とによります会食等の自粛により、飲食店事業者へ

の影響が顕著であったことから、新型コロナウイル

ス感染症対策緊急支援金として一般財源にて専決処

分とさせていただいたところでございます。赤平市
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では、さらに国による持続化給付金の対象の有無に

かかわらず、業績に一定程度の影響を受けている事

業所、個人事業主に対しまして３月から８月までの

１か月の売上げが前年同月比20％以上減少している

事業者に対し、従業員数に応じてでありますけれど

も、最大で200万円まで支援をする赤平市中小企業等

事業継続支援金を創設し、支援をしてまいりたいと

考えております。 

 国の第２次補正予算が成立いたしまして、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の第２

次交付限度額３億2,714万5,000円が示されたところ

でございますが、当市といたしましては財源メニュ

ーにかかわらず、必要な支援事業について総体的に

検討してまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 御家瀬議員。 

〇７番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ただいま答弁を

いただきましたが、私は質問通告の要旨の中で赤平

市の一般財源のみを活用した対策は考えられないか

伺うということで質問したわけです。答弁の中で、

新型コロナウイルス感染症対策緊急支援金として一

般財源にて専決処分として対応、また赤平市中小企

業等事業継続支援金を創設し、支援したいと考えて

いるとの内容ですが、これら２つの対策は新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金という国

の交付金を利用して考えられたものと思っていま

す。これでは赤平市の一般財源のみを活用した対策

ではないと考えております。赤平市の独自の対策は

考えていないと判断せざるを得ません。 

 また、このたび第２次交付金３億2,714万5,000円

が示されたとのことですが、これも含め、赤平市の

支援事業を総体的に検討すると述べております。総

体的に検討する中に赤平市の一般財源も活用する可

能性があるのか伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 議員のご提案にありましたけ

れども、様々な事業、施策ありますけれども、ご提

案にありました必要な施策、支援につきましては一

般財源の投入も念頭に入れながら検討してまいりた

いと思います。 

〇議長（若山武信君） 御家瀬議員。 

〇７番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 今の答弁で一般

財源投入するという決意をもらいましたので、今後

とも注視をして見ていきたいと思います。 

 次の質問に移ります。件名２、町内会運営経費軽

減について、項目１、残された防犯灯のＬＥＤ化に

ついて。町内会が有する補助金適用外防犯灯の維持

管理費用の軽減については、昨年第３回定例会で質

問いたしましたが、多忙を極めている中、早速自治

総合センターからの助成を取りつけていただき、維

持管理費用の軽減に結びつく予算執行の運びとなり

ました。このたびの迅速な対応に対しまして、市長

以下関係職員には心から感謝を申し上げます。補助

金適用外街路灯、防犯灯は灯数も多く、整備完了ま

でには中長期を要しますが、引き続き今後の対応に

ついて見解を求めます。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 町内会防犯灯のＬＥＤ化につ

いてでございますが、お話にありましたとおり、町

内会所有の防犯灯は、３年前の調査でありますけれ

ども、全部で822灯ございまして、そのうちＬＥＤ化

されているものは500灯、残りの322灯はいまだＬＥ

Ｄ化されていないというふうに聞いております。こ

のことから、昨年もご質問をいただきまして、また

町内会連合会からもご要望いただいたところでござ

いますが、自治総合センターのコミュニティ助成を

活用いたしまして、町内会の防犯灯のＬＥＤ化を進

めているという団体もありますことから、既に取り

組まれているこの団体から情報をいただきまして、

当市でも活用が可能であるといった感触を得たとこ

ろでございます。 

 平成22年度に省エネルギー防犯灯整備事業補助金

の適用をせず、未整備となっておりました平岸東町

で２灯、茂尻中央町で28灯、茂尻元町で14灯、福栄

連合町内会で15灯の合計59灯、これらに着目いたし

まして、各町内会の意向を確認いたしましたところ、

茂尻中央町からご要望を承りまして、申請をしてお
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りましたけれども、自治総合センターから内示をい

ただきまして、今回予算の補正をさせていただく予

定としているところでございます。 

 今後の計画でございますが、まずは未整備となっ

ている残りの31灯について町内会の要望を確認し、

同様に助成制度の活用を視野に進めていきたいとい

うふうに考えておりますが、平成22年度に整備後10

年を経過しておりますことから、器具の劣化等も考

えられまして、場合によっては支柱の取替えも必要

になってくるというふうに考えてございます。今年

度より電球の交換費用についてもこれまでの補助金

を交付金化するなどいたしまして、当て込むことが

できるように対応してきているところでございます

けれども、町内会の運営状況が大変厳しい状況であ

るといったことも伺っておりますことから、今後ど

のように支援できるのか、財源の確保も併せまして

検討してまいりたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 御家瀬議員。 

〇７番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 丁寧な答弁あり

がとうございます。今回は30灯がＬＥＤ化が行われ

る運びとなりましたが、まだ200灯ほど残っておりま

す。これらについてもＬＥＤ化ができるよう努力し

ていただきたい。また、既にＬＥＤ化されていると

ころは電球の劣化が進んでおり、取替えの時期が来

ているところです。電球の交換についても確実に実

施できるよう努力していただき、町内会運営経費の

軽減につなげていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。件名３、自衛隊への協力に

ついて、項目１、自衛隊札幌地方協力本部に対する

募集対象者の情報提供について。本市においては、

自衛隊札幌地方協力本部の要請に沿って、募集広報

官が住民基本台帳を閲覧して氏名、住所、生年月日、

性別を書き写すということで情報提供してきていま

すが、本年２月13日に至り、防衛大臣名で、効果的

募集事務の推進を図るため、地方協力本部への紙な

いし電子媒体での提供を求める旨の協力要請があ

り、さらに３月２日付自衛隊札幌地方協力本部長名

にて同趣旨の要請がありました。本市と自衛隊札幌

地方協力本部とは、従前より防災、民生各般にわた

って密接に連携してきた歴史を有し、今後とも積極

的に協力すべきものと思料するものであります。本

件に対する市長の見解を求めます。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 自衛隊地方協力本部に対する

募集対象者の情報提供についてでございますが、自

衛官の募集にあっては赤平市も法定受託事務として

協力を行っておりまして、毎年度自衛隊の職員が募

集対象者へ募集案内を配付するために住民基本台帳

の一部の写し、これらの閲覧の請求がございます。

住民基本台帳法第11条に国または地方公共団体の機

関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧に

ついて規定されておりますことから、請求対象者の

氏名、住所、生年月日及び性別の４情報を抽出いた

しまして閲覧を認め、募集対象者の氏名、住所、性

別、生年月日、これらを書き写しているというふう

に思います。 

 お話のとおり、当市においても紙媒体または電子

媒体としての提出について本年２月にお願いが来て

おりましたが、本年については準備等もできておら

ず、これまで同様の対応とさせていただいたところ

でございます。今後個人情報保護条例との関係から、

個人情報保護審議会に諮問いたしまして、提出する

名簿は紙媒体とし、提供する募集対象者情報につい

ては自衛隊において行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律などに基づき適切に管理されるこ

とはもとより、目的外利用の禁止ですとか、業務完

了後は責任者立会いの下、シュレッダー処理で確実

に廃棄を行っていただき、報告書を提出することな

どについて協定を締結し、個人情報の漏えいなどが

発生しないよう適切な管理を行うこととしておりま

す。 

 さらに、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まな

い方への配慮といたしまして、情報の提供をしてほ

しくない旨の意思表示を行った方については、ご本

人または保護者様等から除外申請書を提出していた

だくことにより、自衛隊へ提供する名簿から除外す



 －58－ 

るなどの対応をしてまいりたいと思います。条例に

基づく適正な手続を経て情報提供する必要がありま

すことから、他市町村においてはこのような形で対

応されており、当市におきましても再度ご要望があ

れば、同様に赤平市情報公開・個人情報保護審査会

に諮問させていただき、条例に基づく適正な手続を

経て対応してまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 御家瀬議員。 

〇７番（御家瀬遵君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。本市は、今後も人口減少が進むことが考え

られます。そこで、今後も防災、イベント等の行事

を行っていく上で、また安心、安全な市民生活を維

持する上でも自衛隊札幌地方協力本部と協力すべき

ではないかと思います。 

 以上で私の質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午前１１時２９分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序３、件名１、太陽光発電施設の設置につ

いて、２、児童虐待について、３、新型コロナウイ

ルスについて、議席番号２番、安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 議席番号２番、安

藤繁です。通告に従いまして質問をいたします。ご

答弁のほどよろしくお願いいたします。 

 件名１、太陽光発電施設の設置について、項目１、

太陽光発電施設の設置に係る条例の制定について、

要旨１、太陽光発電施設の設置に係る条例の制定に

ついて、昨年９月の第３回定例会以降どのような検

討と取組が行われてきたのかについて伺います。第

６次赤平市総合計画の完成版が５月26日に配布され

ました。第２部の基本構想、第１章の基本目標の２

として、安全、安心で快適に暮らせるまちづくりが

記述されております。太陽光発電施設につきまして、

昨年第３回定例会で山梨県北杜市の条例等の内容を

説明いたしました。また、当市の住民が太陽光発電

施設の設置により反射光や反射熱、電磁波による健

康障がいなどの不安を抱いていることや、当然のこ

とですが、土地の資産価値も落ちますし、黒色のパ

ネル設置により景観が悪くなり、自費で目隠しの防

護壁などを造るなど、安全、安心で快適に暮らせる

状況になく、ほとほと困っている旨の現状を説明い

たしました。 

 石炭や石油での発電による温暖化や原子力発電の

事故による放射線汚染を勘案しますと、私もクリー

ンエネルギーである太陽光発電施設設置については

推進するべきであって、設置そのものに反対するも

のではありません。しかし、住民が反対をする中、

説明会もなく、住宅密集地に施設を設置する行為は

自己利益のため住民の安全、安心で快適に暮らす権

利を奪うことでございまして、本市の総合計画の基

本目標にも反する事例であります。条理に反するこ

とでありまして、社会通念上からしても誠に遺憾に

思うところであります。業者は、市民の迷惑になら

ないよう設置場所について熟慮すべきと思います。 

 昨年９月の定例会で市長は、今後環境への配慮や

住民の理解を前提としてどのような対応ができる

か、ガイドライン、要綱、条例の制定を含めて北海

道建設部等関係機関にお話を伺いながら十分検討し

てまいりたいと思いますとの答弁でした。太陽光発

電施設の設置に係る条例の制定について、昨年９月

の第３回定例会以降どのような検討と取組が行われ

てきたのか伺います。また、条例等の制定に向けて

ほとんど進展が見られないように思いますが、作業

が進まない理由を伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 太陽光発電施設の設置に係る

条例の検討状況についてでございますけれども、昨

年末に北海道空知総合振興局より、環境省大臣官房

環境影響評価課では環境影響評価条例の対象となら

ないような小規模の事業であっても環境に配慮し、

地域との共生を図ることが重要である場合があるこ

と、こういったことから太陽光発電の環境配慮ガイ
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ドラインの作成を進めているという情報をいただい

ております。２月７日には環境省大臣官房環境影響

評価課より、北海道地区においては３月２日に太陽

光発電の環境配慮ガイドライン案についての説明会

を開催するとして通知がございまして、早速担当職

員の出席の登録を済ませたところでありました。し

かし、２週間後には新型コロナウイルス感染症の拡

大防止のため延期をするといった通知がございまし

て、開催の連絡を待っていたところでございます。 

 その後、先日ですが、地域の方からお話もござい

ましたことから、改めて担当に状況を確認させまし

たところ、環境省は太陽電池発電事業の環境への影

響が懸念される事例が顕在化している状況を踏まえ

て、環境影響評価法の対象事業に太陽電池発電所を

追加しております。また、中央環境審議会答申では、

法や環境影響評価条例の対象ともならないような小

規模の事業であっても環境に配慮し、地域との共生

を図ることが重要である場合があることから、必要

に応じてガイドライン等による自主的で簡易な取組

を促すべきとされております。これを受け、法や環

境影響評価条例の対象にならないより規模の小さい

太陽電池発電所の設置に際して、立地検討、設計段

階において実施主体である発電事業者が太陽電池発

電所の設置、運用に関わる全ての主体の協力を得て

自主的な環境配慮の取組を講じることを促進するた

め、さきの太陽光発電の環境配慮ガイドラインを３

月末に公表されたところであります。 

 さらに、延期としていた本ガイドライン自治体向

けの説明会につきましては、時期を見て可能となれ

ば開催することを検討している旨、北海道から通知

があったとのことでございます。このような経過で

ございますが、本説明会への担当職員の出席はもち

ろん、道内各市の担当者が集まる会議は今年度中止

となってございますけれども、様々な機会を通じ、

各市との情報共有等に努め、事業者へ情報提供や助

言等ができるよう取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 環境省が太陽光発

電の環境配慮ガイドライン案について３月２日に説

明会をする予定が新型コロナウイルス感染症の拡大

防止のため、延期されたことが大きな理由であると

いうことは理解いたしましたけれども、環境省のガ

イドラインでは令和２年４月から出力30メガワット

以上の大規模な太陽光発電事業が環境影響評価法の

対象事業として追加されましたけれども、50キロワ

ット未満の小規模出力事業については環境影響評価

法の対象になっておりません。次の要旨２の質問で

もお話しいたしますけれども、小規模出力事業につ

いてのガイドラインは法的拘束力がなく、あくまで

努力義務を定めたものと思います。答弁内容は、地

域住民の求めている条例制定とは視点が違うのでは

ないかと感じます。 

 次に、要旨２でございます。太陽光発電施設の設

置に係る条例制定について、厚真町と赤平市の取り

組み方について大きなギャップを感じます。市長は

どう思われているかについてでございますけれど

も、まずは当市豊栄町の経過の概要をお話しします。

平成30年７月９日、苫小牧の業者が突然太陽光発電

施設を建てるため草刈りに来たとのことです。この

とき町内会長も立会い、業者に住民説明会の開催を

要望いたしましたが、業者は開催するということで

そのとき話していましたが、その後説明会は開催さ

れなかったとのことです。翌年１月31日、地域住民

が市の担当者に相談いたしましたが、役所としては

個人業者の間に入って問題は解決しませんとの回答

であったそうです。３月11日には太陽光発電施設設

置のための材料、重機が搬入されました。４月17日

に住民が説明会開催について聞いたところ、業者は

説明会をすると言った覚えがないと言ったとのこと

です。４月18日は作業を開始し、４月30日には全て

の工事が完了したとのことです。 

 一方、厚真町では、札幌の業者ですが、昨年10月

上旬に住民に事前説明がなく、住宅地の隣接地に太

陽光発電パネルを設置しております。このことに景

観を損なうとして住民が反発し、厚真町に規制を求
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めました。これを受けて、昨年10月の16日、厚真町

から会社に、厚真町及び地元の自治会に説明を要求

しております。会社は、10月21日から11月29日の間

に自治会役員と３回、また自治会全会員を対象とし

て２回の合計５回の説明会を開催しております。10

月下旬から自治会で太陽光発電の建設に反対する署

名活動が始まり、12月６日には自治会ほぼ全員、79

世帯163人の署名を集め、厚真町長に提出しておりま

す。このような経緯の中、今年の２月１日に会社は

太陽光発電施設の撤去をしております。自治会から

は、今後も心配されるとして町長に規制の対応を求

めております。 

 要望を受けて、厚真町では今年３月17日に町内の

特定区域における太陽光発電事業を禁止する条例の

制定をする方針を決め、４月上旬の臨時会に条例案

を提出するよう作業を進めているということでござ

います。要綱やガイドラインでは規制区域の設定が

できず、住民の同意や要綱の遵守は努力義務である

ので、設置を確実に規制するのは難しく、これらの

ことから厚真町の意思を内外に表明するには条例制

定が好ましいと判断をしたようでございます。可決

されれば、条例制定は道内で初めての事例となりま

す。出力が10キロワット以上の発電施設を規制対象

としております。禁止区域は町の中心部の住宅街の

一部地域や移住者向け住宅地などで、必要に応じて

町長が禁止区域を追加できるようにしております。 

 以上、同一案件であるのに当市と厚真町の取組に

大きなギャップを感じます。市長は、この取組を見

てどう思われますか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 太陽光発電施設の設置に係る

厚真町と赤平市の取り組み方についてのご質問であ

ったというふうに思いますけれども、関係課より厚

真町の条例制定に向けた取組や経緯について確認さ

せていただきましたところ、条例の制定に至った経

緯につきましては、議員のご指摘にございましたと

おり、事業者から地域住民に対する周知や事前説明

に関することですとか、事業主からの事前の問合せ

の際には事業計画等の提出を町が求めていたにもか

かわらず提出や協議がなされないまま設置されたと

いうこと、町や住民の反発を生み、条例化へと至っ

てございます。 

 また、設置した地区は町有地でありまして、町が

企画した自然と住環境が共存できる移住者向けの分

譲地でありまして、胆振東部地震においては地盤変

状により家屋等に被害を及ぼした地域でもございま

す。そのため、復興計画に基づき対策が進められる

中、住環境を保全しなければならない地区であると

いたしまして、条例により禁止区域の一区域といた

しまして定めることとしております。 

 一方、当市につきましては、人口減少によりまし

て空き家、空き地が増加する中で住宅地の民有地に

設置されたものでありました。このことから、当市

と厚真町が抱える現状や住環境では対策や取り組み

方を比較することは難しく、改めて当市として検討

したいと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 厚真町は胆振東部

地震による被災地であり、復興計画により住環境の

保全対策が進められており、建設地が町有地である。

赤平市の場合は被災地でもなく、民有地であること

などの違いは理解いたしました。しかし、厚真町で

は10月上旬に住民が規制を求めたことを受け、厚真

町は設置会社に説明会の開催を要求しております。

説明会が開催され、話合いの結果、会社は施設を撤

去しております。また、被災地復興ということもあ

りますが、条例制定に向けて厚真町は非常に前向き

であるというふうに感じます。当市も条例制定に向

け、ぜひ前向きに取組を進めていただきたいと思い

ます。また、既に太陽光発電施設が建設されてから

丸１年が経過いたしましたが、市のほうから業者に

住民との話合いの場を持つよう促したいと思いま

す。これは要望として、次の質問に移ります。 

 続きまして、要旨３、太陽光発電施設の設置に係

る条例制定について、町内会の署名と要望を受け、

今後市は条例制定作業を具体的に進めていくのかど
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うかについて伺います。当市では、豊栄町に続いて、

９月に泉町の赤平神社沢向かい、また今年の５月に

は美園町の赤平駅の裏手に、僅か１年ほどの間に３

か所も発電施設が設置されております。豊栄町、泉

町については、非常に景観上、その他問題があると

思います。空き地が次々と生じる当市においては、

明日は我が身のことになるかもしれません。対岸の

火事と侮ってはいけない事象であります。 

 今般、厚真町の事例もあり、豊栄町町内会では住

宅密集地での太陽光発電施設設置に反対すること、

また厚真町同様赤平市も太陽光発電施設の設置に関

する条例を制定することを要望し、署名運動を町内

会で実施いたしました。200名を超える多くの方の署

名が集まり、６月２日、豊栄町町内会長と太陽光発

電設備設置に反対する会の代表者が市長宛てに要望

書を提出いたしました。町内会の署名と要望を受け、

太陽光発電施設の設置に係る条例制定について市は

今後条例制定の作業を具体的に進めていくのかどう

か、また市長もこの要望を受けまして副市長と町内

会の現地視察をされております。その現状を見てど

う思われたか、併せて伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 太陽光発電施設の設置に関す

る条例の制定の進め方についてでございますが、環

境と調和した形での太陽電池発電事業の実施が確保

され、地域に受け入れられる施設とすることにより、

太陽電池発電事業の適正な導入促進につながること

が期待されていると思います。電気事業者による再

生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法で

は、認定基準として関係法令の遵守を規定しており、

法令及び条例に違反した場合には認定の取消しとな

る可能性があるともされ、資源エネルギー庁の事業

計画策定ガイドライン、太陽光発電も本年４月に改

定されてございます。 

 さらに、当市と同様に京都府内の団体、宇治市に

おきましても平成30年10月、地域住民より請願がご

ざいまして、これまで７回、防災部局、環境部局、

建設部局、農政部局や歴史まちづくり部局等で構成

されたエネルギー推進部局太陽光発電設備の設置に

関する規制の検討ワーキングが開催されたところで

あります。森林伐採などによります災害発生リスク

の増加、景観阻害問題、事業終了後の発電設備等の

撤去問題などの環境問題の３点を主な課題といたし

まして、この３つの課題への対応を目的と条例とす

る方向で検討していると所管の委員会で報告が公表

されております。 

 私も、先ほど議員からご指摘ありましたとおり、

現場を確認させていただきましたけれども、やはり

隣接するところでありますし、また住宅地というこ

ともございまして、圧迫感がある設備であるという

ふうに感じたところでございます。赤平市といたし

ましては、これらについても今申し上げました部分

につきましても参考とさせていただきながら、庁内

関係部局にてワーキンググループをつくるなど体制

を整えまして、さきのガイドラインの説明会での状

況を踏まえまして、どのような形で対応できるのか

検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 大変前向きな回答

ありがとうございます。市長も現地を視察しまして、

非常に圧迫感も感じるということでございまして、

あの家が売りに出されても買う人がいないぐらいの

状況でないかと思います。京都府宇治市も、地域住

民の請願によりまして、９つの課に危機管理室を加

えまして９課１室でワーキンググループを編成し、

作業を進めているということです。住民の請願の趣

旨を考慮し、ガイドラインや届出制でなく、一部禁

止区域を設け、その他区域については許可区域にす

ることを検討しているとのことです。区域の設定が

地滑り、保安林、砂防、風致地区など多岐にわたる

ため、多くの課が協力しなければ条例制定は非常に

難しいものだというふうに考えております。 

 昨年の定例会でも申し上げましたが、今市長が前

向きにご答弁いただきましたけれども、当市も早急

にワーキンググループを立ち上げ、各課が連携して

万難を排する意気込みで条例制定に向けて取り組ん
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でいただきたいと思います。このことを強く要望い

たしまして、この件についての質問は終わります。 

 次に、件名２、児童虐待について、項目１、最近

の全国、全道の児童虐待の状況と当市における児童

虐待の状況について、要旨１、赤平市において昨年

度から今年度にかけて通告や相談を受け、対応した

児童虐待があったのか、あったとすれば報告できる

範囲で何件でどのような内容なのかについて伺いま

す。 

 児童虐待については、テレビや新聞で度々報道さ

れております。一昨年１月には千葉県野田市の栗原

心愛ちゃん10歳が虐待で亡くなり、また昨年６月に

は札幌市の池田詩梨ちゃん２歳が衰弱死いたしまし

た。このことを重く受け、厚生労働省が調査した結

果、2018年度中に全国の児童相談所で相談や通告を

受け、対応した件数が15万9,850件で、５年前に比べ

まして倍増しているということでございます。北海

道警察が2019年に摘発した児童虐待事件は前年比13

件増の85件、虐待の疑いがあるとして児童相談所に

通告した18歳未満の子供の数も18％増の4,260人と

なり、過去最多を更新しております。また、空知管

内岩見沢相談所の速報値でも、2019年度に認定した

虐待件数が前年比143件増の439件で、２年連続で過

去最多を更新しております。通告や相談のない表面

化していない件数もまだまだあると考えられます。 

 虐待には暴言や子供の前で家族に暴力を振るうな

どの面前ドメスティックバイオレンス、身体的虐待、

ネグレクト、これは育児放棄でございますが、その

ほか性的虐待などがありますけれども、事件の報道

を見るたびに何とかならなかったかと心が痛みま

す。赤平市において昨年度から今年度にかけて通告

や相談を受け、対応した児童虐待があったのか、あ

ったとすれば報告できる範囲内で何件でどのような

内容なのか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 児童虐待についてでございま

すが、赤平市におきましても令和元年度に入り、虐

待通告事案が増加しておりまして、対応に苦慮して

いるところであります。令和元年度における通告を

含む虐待相談件数は、13件ありました。内訳としま

しては、心理的虐待が１件、身体的虐待が４件、ネ

グレクトが８件であります。このうち、児童の安否

確認や家庭訪問等を行った件数は９件あり、内訳と

しまして心理的虐待が１件、身体的虐待が２件、ネ

グレクトが６件となっており、残りの４件につきま

しては緊急性が低く、相談や情報交換で終了したケ

ースとなっております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 通告を含む相談件

数が13件あり、思いのほか件数が多く、また令和元

年に入り虐待件数、これにつきましてはどんどん増

えているということで、正直私も本当に驚いており

ます。虐待されていました児童は、言葉では言い尽

くせない苦痛に満ちた日々を過ごしていたことと思

います。そのような状況の中で悲惨な事故、事件に

至っていないことは幸いであると思います。 

 次に、児童虐待についての通告や相談があったと

きの各関連機関との連携と対応について、要旨１、

児童虐待の通告や相談を受け、市の福祉事務所と学

校ほか関係機関との連携や取組は事案に適正に対応

できているのでしょうか。また、48時間ルールは守

られているかどうかについてでありますが、心愛ち

ゃんの事件を巡っては、千葉県の検証委員会の委員

長が一連の行政機関の対応が不適切、不十分で、子

供の立場に寄り添うという基本的対応がなされてい

なかったということを指摘されております。また、

市の教育委員会の職員がアンケートのコピーを父親

に渡したこと、児童相談所が家に帰りたくないとい

う子供の言葉を親に暴露したことなどが親の怒りを

誘発したとしております。詩梨ちゃん事件では、虐

待通告から原則48時間以内に子供の安全を確保する

と定められた国のルールが守られていなかったとの

ことを受け、緊急調査をした結果、一昨年７月から

昨年６月までの間に全国で１万1,984人の子供の安

全確認が行われていなかったそうです。 

 新型コロナウイルスの感染拡大で在宅ワークの人
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が多くなり、一方休校により自宅待機が長期化して

おりましたので、児童虐待の被害を訴える相談が増

えていたようです。ある10代の生徒は、学校が休み

になって自宅にいる時間が増え、親からの暴言を受

け、逃げ場もないため、自宅でおびえる生活をして

いたということでございます。今後も新型コロナウ

イルスの第２次、３次感染が想定され、児童虐待が

また増えるかもしれません。道警は、昨年10月に児

童対策係を新設し、公認心理士や児童相談所に出向

経験のある調査員６人を配置し、虐待事案に対処し

ていくとしております。市の福祉事務所と学校、民

生児童委員、赤歌警察署や児童相談所との連携、取

組は事案に適正に対応できているのでしょうか、ま

た48時間ルールは遵守されているのでしょうか、伺

います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 児童虐待発生時の関係機関と

の連携、対応についてでございますが、赤平市では

これまでも要保護児童等対策地域協議会の調整担当

職員を中心に、市内の小中学校や幼稚園、保育所を

はじめ、警察署や児童相談所、市の母子保健担当や

医療機関等との間において虐待が疑わしいお子さん

についての情報交換を行っております。また、虐待

事案が発生した場合は、通告後48時間以内に警察や

児童相談所と連携を図りながら対象児童の安否確認

を行うほか、虐待の背景調査や関係者による連絡会

議の開催、事後のフォローアップを複数回行うなど、

再発防止に努めるなどの対応をしております。 

 今後につきましても、虐待の未然防止や早期発見、

早期介入が図れるよう、市内小中学校や幼児教育施

設等の社会資源と一層の連携を図り、対応してまい

りたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 答弁によりますと、

要保護児童等対策地域協議会の担当職員を中心とい

たしまして各関係機関が綿密に連携し、事案に取り

組み、適正に対応しておられ、48時間ルールも守ら

れているということがよく分かりました。児童虐待

防止法と児童福祉法が改正され、親が子供に言うこ

とを聞かせようとしつけのために暴力を振るう体罰

が昨年４月から法律で禁止されました。今回の法律

改正では、暴力を振るった親に対する罰則規定は定

められていないのですが、これを機会にいかなると

きも体罰がよくないという人が増えることを期待し

ます。暴力行為の確認や判定は極めて難しく、大変

ハードな業務とは思いますが、今後とも当市におい

て悲惨な事件が起こらないよう、各関係機関が密接

な連携の下、相談体制の充実強化を図り、子供の身

体と心の安全の確保のため、事件、事故の未然防止

に努めていただきたいと思います。これは要望とい

うことで、終わります。 

 続きまして、件名３、新型コロナウイルスについ

て、項目１、新型コロナウイルスの影響により収入

の減少した中小事業者等に係る固定資産税等につい

て、要旨１、新型コロナウイルスの影響により収入

の減少した中小事業者等から、固定資産税等の支払

い猶予について相談や申請があったかどうかについ

てでございますが、令和２年、中国湖北省武漢市で

発症いたしました新型コロナウイルスがまさかこん

なに長期的に続き、思いもよらない状況に陥るとは

多くの方が考えていなかったと思います。６月22日

現在、全世界では900万人が感染し、47万人の方が死

亡いたしました。謹んで哀悼の意を表したいと思い

ます。 

 赤平市では新型コロナウイルス感染の拡大を受

け、４月23日に行政常任委員会を開催し、市内で営

業する飲食店、スナック等が感染拡大の影響により

経営が厳しい状況にあると判断し、赤平市独自の緊

急支援金を収入の減少の有無に関係なく一律20万円

給付を行いました。できるだけ早く現金を業者に支

給してあげたいということから、市長並びに市の職

員も一生懸命頑張りまして、専決処分ではございま

したけれども、迅速な対応ができたことは事業者に

喜ばれ、非常に効果があったというふうに思います。

しかし、支給対象外となった事業者から、コロナで

お客さんが少なくなり、大変困っている。他の業種
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であっても経営の厳しい店舗には支援をしてほしい

というお話がありました。飲食店やスナック以外の

事業者や酪農家や花卉生産者なども含め、今後予算

措置につき市としては配慮していただきたいとお願

い申し上げます。 

 また、ある飲食店でございますが、20万円の支給

は本当にありがたかったと、助かっていますという

お話でございましたが、固定資産税や光熱水費等の

負担も非常に負担が大きく、何とかならないものか

というお話がありました。３月、４月の歓送迎会や

総会後の懇親会などが中止になり、客足も現在戻っ

ておらず、さらに今後も火まつりなどのイベントも

中止と決定しており、先行きの不安から閉店するか

どうか本当に真剣に考えている経営者もいるように

聞いております。国では、地方税について新型コロ

ナウイルス感染の影響により今年２月以降の収入に

相当の減少があり、納税することが困難な事業者に

対し、無担保かつ延滞金なしで１年間税の徴収を猶

予する特例を設け、地方公共団体の一時的減収に対

応するため、地方債の特例措置を創設いたしました。

新型コロナウイルスの影響により収入の減少した中

小事業者等から固定資産税の支払い猶予についての

相談や申請があったのかどうか伺い、また市税全般

について相談や申請があったかどうかについても併

せて伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 令和２年度課税の市税に対す

る徴収の特例猶予につきましては、法人、個人事業

主及び個人の市税が対象となっております。現在ま

でに事業者から固定資産税に関する相談が１件ござ

いましたけれども、猶予申請には至りませんでした。

そのほか、市税全般に関し３件、全体４件の問合せ

がございましたが、特例猶予申請は受けておりませ

んので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 新型コロナウイル

ス感染症に係る特別措置を知らない人が多いのでな

いかというふうに感じます。６月９日の北海道新聞

の記事によりますと、事業者や個人を対象にした道

税の納付の猶予の認定件数が６月５日現在で1,559

件となり、猶予額は２億6,600万円に上がったとのこ

とです。道は、申請が今後増えるものと見込んでい

るとのことです。赤平市でも特例措置の内容や詳細

が分かれば、今後申請が増える可能性は十分にある

と思いますので、その場合は適切な対応をお願いい

たします。 

 続きまして、要旨２、新型コロナウイルスに関し

て中小事業者等への固定資産税等の特例制度などの

詳細な内容についての周知はどのように対応してい

るのかについて伺います。この特例は、当市では６

月の赤平広報に、新型コロナウイルス感染症の影響

により、事業の廃止失業などの理由により著しく収

入が減少し、生活が困難となり、一時的に納めるこ

とができなくなったなど、一定の要件に該当する場

合は申請することで支払いを猶予または減免できる

制度がありますので、ご相談くださいと書かれてお

ります。市税についての担当は納税係ということで、

電話番号も書かれております。紙面の都合上やむを

得ないと思いますけれども、特例制度の内容や申請

方法などについては記載されておりません。 

 また、固定資産税の減免については、厳しい経営

環境にある中小事業者等について令和３年度の課税

の１年分に限り、償却資産、事業用家屋に係る固定

資産税、さらには都市計画税を売上げの減少幅に応

じ２分の１またはゼロにするということで聞いてお

ります。地方公共団体の減収に対応するため、国が

減額分を全額補填するということで聞いておりま

す。新型コロナウイルスに関して赤平広報の６月号

の９ページで、市税、使用料等のお支払いについて

で大まかな内容説明と担当窓口が載っておりますけ

れども、中小事業者等への固定資産税の支払い猶予

や軽減などの特例措置の制度の詳細な内容について

の周知についてはどのように対応しているのでしょ

うか、伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 令和３年度課税の事業用固定
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資産税に対する軽減措置につきましては、設備等の

償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税と事業

用家屋に対する都市計画税が事業収入に応じ軽減さ

れるものであります。中小事業者が認定機関の確認

を受け、機関等が確認した証明書及び同機関に提出

した書類一式を令和３年１月末まで行われる赤平市

の償却資産の申告に併せ、手続を行うものと想定し

ております。 

 以上のとおり、この制度については中小企業庁の

ホームページで概要が公表されているものの、詳細

が決まっていないため、制度内容が確定次第、赤平

市ホームページ等にてお知らせする予定であります

ので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 支払い猶予では来

年度まで支払いを引き延ばすだけで、いずれ支払い

をしなければならないとの思いが強く、申請をしな

い人も多いと思います。固定資産税については、現

在の厳しい状況を支払い猶予で今年度しのげれば、

来年度の課税分については課税標準額の２分の１、

または課税標準がゼロになる可能性があるというこ

とを理解してもらえるよう周知することが必要と思

われます。特例措置の内容、詳細が決まり次第、市

のホームページはもとより商工会議所等を通じまし

て事業者に周知をしていただきたいというふうに思

います。 

 過日お話しした業者は、固定資産税の特例につい

て詳細をよく知らないようでございました。先ほど

申し上げましたけれども、事業者は今大変な苦境に

立たされております。私は度々今ここにあるものを

大切にとお話ししますが、まさに今がこの正念場だ

というふうに思います。緊急事態宣言は解除されま

したが、世界の情勢から見て再び宣言されることも

十分考えられ、経済社会活動が平常に戻るまできめ

細かい対応をお願いいたしまして、この質問を終わ

ります。 

 続きまして、項目２、新型コロナウイルスに係る

水道料金について、要旨１、新型コロナウイルスに

より収入が減少している一般市民や事業者に対し

て、赤平市水道条例の減免規定を弾力的に適用し、

水道料金を減免する考えがあるかどうかについてで

ございますけれども、新型コロナウイルスの感染拡

大を受けて各自治体が住民生活の支援と収入が減少

している事業者の水道料金を減免する動きが広がっ

ているようです。 

 上砂川町では、町内全世帯と全事業所の６月から

８月までの３か月分の上下水道の基本料金を減免す

るため、補正予算を５月29日の臨時議会で可決して

おります。理由といたしましては、基本料金の減免

は外出自粛により在宅時間の増加で水道使用量が増

えているためとのことです。事業者向けには、売上

げが前年同月比10％以上20％未満には10万、20％以

上50％未満は30万、国の持続化給付金の対象となる

50％以上の減少の方については10万円を上乗せし、

給付することとしています。担当課の話では、1,560

世帯、84事業者が対象で、1,500万円の補正額になる

ということです。また、由仁町では、外出自粛によ

り経営が悪化した飲食店に対し、営業用の上下水道

の基本料金の超過料金分の50％を６月から８月まで

の３か月分を免除することで決定しております。こ

ちらも職員に聞きましたところ、462万6,000円を補

正したということでございます。水道事業特別会計

の収入減額分につきましては、上砂川町も由仁町も

財源は一般会計から繰り出したお金で賄い、一般会

計の減額分につきましては両町とも地方創生臨時交

付金を充当するということでございました。これは

１次、２次の違いはありますけれども、地方創生臨

時交付金を充当するという回答でありました。 

 赤平市水道条例の第42条第１項では、管理者は、

公益、その他特別な理由があると認めるときは、料

金、手数料その他の費用を軽減または免除すること

ができるとあります。コロナウイルスにより収入が

減少している一般市民や事業者に対して、赤平市水

道条例の減免規定を弾力的に適用し、水道料を減免

する考えがあるのかどうか、また減免するとすれば

どのように減免するのかを併せて伺いたいと思いま
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す。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 近隣の一部市町におきまして

水道料金及び下水道使用料の一部減免等を実施して

おりますが、当市における特別会計におきましては、

補填財源を見込まない自主財源での減免措置を行う

ことは今後の事業運営の継続を考慮すると負担が重

く、非常に難しい問題でございます。このたびの新

型コロナウイルスの期間におきます直近での使用水

量を昨年度と比較いたしますと、家庭用では約５％

程度多くご使用いただいておりますけれども、逆に

業務用では約15％程度使用が落ち込んでいる状況で

あります。このような中、当市における対応といた

しましては、このたびの新型コロナウイルス感染症

により新たに支払いに困難を来している方に対し、

最大で６か月間支払いを猶予する基準を定めるな

ど、柔軟な対応を実施しているところであります。 

 今後新たに減免措置を行うというふうになります

と、実施内容を精査するなど詳細な検討が必要とな

ってまいります。また、補填財源としては、新型コ

ロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金の２

次交付分、これが有力というふうに思っております

けれども、今後において他の事業も含めて総合的に

判断してまいりたいと考えておりますので、ご理解

いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 当市では最大６か

月の基準を定め、支払い猶予を行い、柔軟に対応し

ていることは本当に評価したいと思います。一方、

全国では、５月17日まで少なくても114市町村が一般

家庭や個人事業者の水道料金を無料にしたり減額す

る方針を決めております。私も水道事業特別会計の

自主財源では減免措置は非常に無理かと思います。

今後赤平市としましても国の第２次補正予算の地方

創生臨時交付金を活用し、水道料金を減免すること

について、実施内容を十分精査の上、前向きに検討

していただきたいと思います。 

 以上で水道料金についての質問は終わります。 

 続きまして、項目３、新型コロナウイルスに係る

図書館における感染防止対策について、新型コロナ

ウイルスの感染防止対策として現在図書館ではどの

ように対応されているかについてでございますけれ

ども、図書館につきましても新型コロナウイルスの

影響で、読書が好きな方や調べ物がある方などには

非常に不便な思いをしていることと思います。滝川

市の図書館に問合せいたしましたところ、６月１日

再開後の貸出し時間を午前９時半から午後７時まで

に短縮したり、貸出しと返却だけに限定をいたしま

して、人の集まる行事は中止したと、さらに滞在時

間は20分間にするように呼びかけているということ

です。当市では、平常時は本の貸出し、図書館内で

の読書、子どもの本の日、子供向けお楽しみ会、文

京生活館や平岸コミュニティセンター等での移動図

書館と盛りだくさんの事業をされておりますが、新

型コロナウイルス感染防止対策として図書館では現

在どのような対応をされておるのか伺います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 現在図書館では、新型コ

ロナウイルスの感染防止対策としまして館内での手

指消毒やマスクの着用、密集、密閉、密接しないよ

う椅子の間隔を空け、換気に気をつけ、滞在時間を

できるだけ短くするなど、利用者の方へご協力をい

ただき、移動図書館等の事業の実施につきましても

館内での対応に準じて行っているところでございま

す。また、保健所など関係機関からの情報提供依頼

に備え、来館者の氏名、連絡先を記載していただい

ております。さらには、６月６日に不特定多数の方

が利用する施設やイベントなどにおいて新型コロナ

ウイルスの拡大防止を目的とする北海道コロナ通知

システムに図書館を登録したところでございます。

引き続き新型コロナウイルス感染防止に努めてまい

りますので、ご理解いただきますようよろしくお願

いいたします。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 当市の図書館が感

染拡大防止のため、北海道コロナ通知システムに登
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録し、図書館内及び移動図書館についても消毒やマ

スクの着用、ソーシャルディスタンスの確保並びに

換気や時短等、きめ細かく感染拡大防止に尽力され

ておることが理解できました。今後とも図書館から

感染者を出さないように万全を期していただきたい

と思います。 

 続きまして、要旨の２、新型コロナウイルスの感

染防止対策として図書消毒機の設置についてでござ

いますけれども、新型コロナウイルスの感染拡大防

止のため、岩見沢市や滝川市では図書消毒機を設置

しております。滝川市の図書消毒機は、企業からの

寄附金を活用して購入したようです。設置費用は、

諸経費を含めて２台で235万8,400円ということで

す。この機械は、紫外線を照射して殺菌すると同時

に、風を当て、ページ間に挟まったほこりや髪の毛

なども取り除くことができ、約30秒で６冊同時に処

理ができるという優れた機械でございます。新型コ

ロナウイルスの拡大防止のためだけでなく、平常時

でも読者は長時間、じかに本を手に取り、ページを

めくり、くしゃみ、せき、場合によっては手につば

をつけてなんていう、そういうことも考えられます。

そういうことを含めまして、至近距離で読書をする

ため、特に雑菌がつきやすいと思います。新型コロ

ナウイルスの感染拡大防止対策として図書消毒機の

設置についてどのように考えておられるのか伺いま

す。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 図書消毒機の設置につき

ましてお答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金、これを活用し、今後図書館で購入する計画を持

っており、現在どのような図書消毒機とするかなど

検討をしているところでございます。現在図書館で

は、新型コロナウイルス感染防止対策としまして、

返却された本につきましてはすぐに本棚に戻さず、

清拭し、本棚に戻しておりますので、ご理解いただ

きますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 国の地方創生臨時

交付金を活用し、購入する計画で、機種をどうする

かについて検討しておられるということでございま

すが、購入財源の補正予算についてはいつ頃予算措

置をする予定でしょうか、伺います。 

〇議長（若山武信君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（野呂道洋君） 先ほど教育長から

も答弁ありましたが、新型コロナ感染症対応地方創

生臨時交付金の活用を前提に図書消毒機の購入のほ

か、市として総体的に検討しているところでありま

して、適切な時期に補正予算を上程する予定として

おりますので、ご理解いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 安藤議員。 

〇２番（安藤繁君） 〔登壇〕 了解いたしました。

それで、感染防止対策としまして各地の図書館や本

屋さんが、優れた機械なものですから、購入する動

きが出てきているというように聞いております。予

算措置が遅れればそれだけ機械の確保が難しくなる

ということで考えられます。また、現在返却本も職

員が清拭、きれいに拭うということの作業をしてい

るということでございますが、清拭をすると非常に

手間がかかると思います。そういったことで職員の

負担も大変でしょうし、少しでも早期の機械の設置

が好ましいと考えます。できるだけ早期に予算措置

をしていただいて、機械の設置をすることが好まし

いと思います。また、できれば、学校や児童センタ

ーなどにも本が、先日も児童センターのほうへちょ

っと行って見てみましたが、結構な図書が置いてあ

ります。そういった面では、でき得ればこういった

ところにもコロナ防止対策としてこの機械を導入し

ていただければというふうに提案いたしまして、私

の全質問を終了いたします。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩いたします。 

（午後 １時５６分 休 憩） 

                       

（午後 ２時０５分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開
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きます。 

 質問順序４、件名１、新型コロナウイルス蔓延に

伴う第６次総合計画に沿った考え方について、議席

番号１番、竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 議席番号１番、

竹村恵一、通告に基づきまして質問させていただき

ます。 

 件名の１、新型コロナウイルス蔓延に伴う第６次

総合計画に沿った考え方について。赤平市第６次総

合計画が出され、今後の赤平の方向性が決まり、ま

さに新たなまちづくりが始まろうとしていた矢先、

世界的に新型コロナウイルスが広まり、日本各地、

そして北海道全域にも広まりを見せ、各地で経済が

低迷し、まさにまちが崩壊を見ようとしています。

コロナにより苦しい生活を送られた方やご家族の

方、そして命を落とされた方々に改めてお見舞いと

お悔やみを申し上げます。幸いにも当市においては

はっきりとした感染報告はないようですが、全国、

全道的な緊急事態宣言による外出の自粛により、少

なからず当市のまちの経済にも影響が及んでいると

考えます。 

 そこで、項目の１、基本目標３の「活力に満ちた

魅力あふれるまち」についてお聞きいたします。要

旨の１、項目に挙げた中の工業の振興についてです

が、当市には製造業を中心とした様々な分野の企業

が工業団地のほか、各地に集積しています。今まで

も関係する施策は示され、対応を行ってきていまし

たが、コロナウイルスの蔓延を受け、今後はどのよ

うな手だてを打つ考えがあるのか伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 工業の振興についてでござい

ますが、第６次赤平市総合計画では基本目標であり

ます活力に満ちた魅力あふれるまちとして、人口減

少や高齢化、雇用確保が重要な課題となっており、

生産基盤の充実と経営体制の強化に向けた支援、設

備投資など、事業活動への支援、人材不足解消に向

けた関係機関との連携を基本方針とし、施策を推進

してまいりたいと考えております。 

 しかしながら、このたびの新型コロナウイルス感

染症拡大防止のための緊急事態宣言による外出自粛

や休業要請などにより、多くの企業に少なからずの

影響が出ているものと認識しており、市民の生命と

生活を守るために感染予防、蔓延防止、経済対策等

を講じなければならないと思います。市独自の新型

コロナウイルス感染症対策の支援としては、業績に

一定程度の影響を受けている事業所、個人事業主に

対しまして３月から８月までの１か月の売上げが前

年同月比20％以上減少している事業者に対し、従業

員数に応じた最大で200万円までの支援をする赤平

市中小企業等事業継続支援金を創設し、雇用の確保

と事業の継続を支援してまいりたいと考えておりま

す。 

 経済活動もこれからの見通しが不透明で、先行き

不安な状態ではございますけれども、今後必要な支

援策を検討してまいりたいと考えておりますので、

ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 市内においては、

やはり雇用の場があるということは大切なことだと

いうふうに感じます。先ほど前任者の質問では、市

民個人に対しての支援がどのようなものがあるのか

という質問もありましたけれども、お互い企業の支

援と個人の支援というのは重要かなと思いますの

で、しっかり支援できるように今後も策を検討して

いただきたいというふうに思います。 

 続きまして、要旨の２、商業の振興についてです

が、近年商店街の小売店舗は客離れが進み、後継者

不足なども相まって空き店舗化が常態化し、まちの

活力や利便性が低下していました。そこに外出自粛

期間で経営の低迷を受けた店舗や各種イベント中止

で収入が落ち込んだ飲食店や販売店が多数ありま

す。当市も早々と緊急策を講じてきましたが、いま

だ日常が戻ってきたわけもなく、苦しい経営が続い

ています。そういった商店街の店舗に今後はどのよ

うな支援策を考え、いつまで続けていけるのか、商

工会議所との連携の在り方も含めて考えをお伺いい
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たします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 商業の振興についてでござい

ますけれども、同じく商業の振興につきましては融

資制度の利用促進や魅力ある商店街形成など環境の

整備を支援することを基本方針としておりますが、

人口減少や高齢化、後継者不足や消費の流出など、

商業を取り巻く経営環境は実に厳しいものとなって

おります。加えて、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のための緊急事態宣言による外出自粛や休業要

請などにより、多くの店舗において甚大な被害が出

ており、飲食店等につきましては緊急的な支援とし

て一律20万円の支給を決定し、４月30日に支給を始

め、５月末で51件の店舗に支給したところでござい

ます。 

 今後の商業支援策につきましても、赤平市中小企

業等事業継続支援金のほかに、各事業所に手指消毒

用のアルコール消毒液を商工会議所が主体となり配

付する新型コロナウイルス感染症予防対策事業へ助

成も行ってまいります。さらに、３月からの長期間

にわたり外出自粛や休業要請等により、商店におか

れましては事業の縮小など負担をかけており、市内

経済が危機的状況に陥っていたと思っております。

３月末の商工会議所からの要望等を踏まえ、スーパ

ープレミアムつき商品券事業を拡充し、これまで以

上に多くの市民の皆様にご利用いただきたいと考え

ております。 

 また、同時に、密集を避け、感染症拡大を防ぎ、

安全にお買い求めいただけるような販売方法を検討

しております。経済活動も今後の見通しが不透明で

先行き不安な状態ではありますが、商工会議所や商

店街等と連携を図り、にぎわいを取り戻せるような

展開を検討してまいりますので、ご理解いただけれ

ばと思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 当市においては、

答弁にもありましたように、人口減少、高齢化、後

継者不足、消費の流出など多くの問題を抱え、対応

が必要な商業振興ですが、コロナウイルス感染症に

よりさらに打撃を受けていると感じます。お店自体

の支援もそうですが、今ほど答弁にありました消費

喚起にも取組を行っていただけるというお話でした

が、スーパープレミアムつき商品券の販売時は、非

常に市民の方に人気でありますので、密集するとい

うこともあって、販売方法も検討していただけると

いうことですから、しっかり会議所さんと商店街と

の連携を密に取っていただいて、まちににぎわいを

取り戻すためには実情何が必要なのかというしっか

りした調査と事業展開をお願いしたいというふうに

思います。 

 続きまして、要旨の３番目、観光の振興について

であります。当市のにぎわい創出でもある各種イベ

ントも緊急事態宣言や外出自粛を受け、３密を考慮

し、中止の判断に至っております。エルム高原では

これからアウトドアシーズンを迎えますが、先行き

は不透明だというふうに感じますし、今年度はやっ

と認知度が広まりつつあったエルム高原祭りも行わ

ないということを聞きました。地域資源を生かした

振興や広域的観光ルートの振興が行えず、魅力ある

イベントも中止となっておりますが、今後の当市の

観光への考え方を伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 観光の振興についてでござい

ますけれども、新型コロナウイルス感染拡大により

まして、イベント、スポーツ、コンサートなどの挙

行が世界規模で相次ぎ中止となり、様々な分野に大

きな影響が出ているところであります。赤平市にお

きましても、市が主催いたします各種行事やセミナ

ー、また各実行委員会等で開催いたしております各

種イベントも同様に相次ぎ中止という判断をせざる

を得ない状況であり、イベント等を実施されている

主催者側も感染防止対策や終息の見通しが立たない

ため、なかなか前に一歩踏み出せない状況でござい

ます。 

 エルム高原施設におきましては、今年は降雪量が

少なく、例年より早くキャンプ場をオープンする予
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定でございましたけれども、５月30日からの営業と

なりまして、現在は通常でのご利用をいただいてい

るところであります。近年のアウトドアブームが再

燃し、札幌市等の都市部からもアクセスがいいこと

から、キャンプ場も季節を問わず人気となり、多く

の皆様にご利用いただいております。キャンプは屋

外での活動となりますが、エルム高原施設ではアル

コール消毒液や石けんの設置、利用後のケビンやバ

ンガローの消毒、スタッフの健康管理、利用者への

注意喚起等の対策を講じて、安心して利用できる環

境づくりに努めているところでございます。 

 イベント等への補助金として今年の当初予算で

は、消費税の増税や物価の上昇を考慮し、あかびら

火まつり市民花火大会に対し50万円の増額をしてお

りますが、昨年５回目を実施いたしましたエルム高

原祭りにつきましては、新型コロナウイルス感染症

拡大防止とは別に、当市の財政状況等を考慮した上

で、歴史ある火まつり花火大会の継続を優先するた

めに予算の計上を見送ったところでございます。 

 いずれにいたしましても、新型コロナウイルス感

染症に関わり、イベントを開催していくためには乗

り越えなくてはならない課題も多く、会場までの移

動、飲食の提供、ステージでのライブ等様々な感染

防止対策を講じなければ現段階での実施は難しいの

ではないかと考えております。今後は、各種イベン

トの実施に向けて、新しい生活様式である新北海道

スタイルの実践と国の指針や専門家の助言を注視し

ながら、感染症対策を講じてイベントが実施できる

ような仕組みづくりを検討してまいりたいと思いま

すので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 市主催のイベン

トも各実行委員会開催の行事もやむなく中止となっ

た状況で、当市の観光振興に影響は非常に大きく出

ているというふうに思います。イベント中止となる

と、そのイベントに出店してきていた業者にも影響

を及ぼして、商業振興にも波及していくというふう

に思います。残念ながら、ただいま答弁にもありま

したように、エルム高原祭りの予算計上は見送られ

たということで開催されませんけれども、地域資源

を生かした振興という点では非常に残念に思いま

す。 

 そこで、新北海道スタイルの実践を踏まえ、国や

道の指針を注視しながらイベント実施可能な仕組み

づくりの答弁ということでしたが、いつ頃を目安に

開催の判断ができるのか、一歩前へ踏み出せる機会

をいつ考えていけるのか、再度お聞きいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 北海道では、６月以降感染拡

大の兆しが見られないことから、新型コロナウイル

ス感染症対策に関する基本方針に基づき、６月19日

からステップツーに移行しております。今後の見え

ない感染の広がりを念頭に置き、第３波以降の波に

対処するために感染拡大防止の取組をすることが重

要となってまいります。 

 新北海道スタイルでは、外出の自粛について観光

は振興局管内から道内全域、道外へと誘客を段階的

に拡大し、施設の使用についてはライブハウスなど

業種別ガイドラインを遵守し、再開すること、イベ

ントについては参加人数の上限を設定し、屋内イベ

ントは収容率50％で1,000人以下、７月以降は5,000

人以下、８月からは全て解除となっており、屋外で

は十分な距離の確保など適切な準備を整えて開催す

ることとしております。道内では、サクランボ狩り

やイチゴ狩り、マラソン大会など屋外でのイベント

から少しずつ開催される状況にあるようでありま

す。 

 市内のイベント等につきましても、イベントの形

態、内容、参加者層により一概に同じ対策とはなら

ないと思います。今後は、実行委員会や団体と連携

し、イベント等をどういった形で実践実施できるか

情報を共有し、感染症対策に必要な物品などの検討

もしてまいりたいと思いますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 市長、１点お聞
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きしたいというふうに思うのですが、中止になった

イベント、行事等の予算が立てられていると思うの

ですけれども、そういった中止になった予算計上さ

れていた予算というのを今後どういった使い道で考

えていらっしゃるかというのが現在お答えいただけ

るかどうか、それから考えや方向性があるか、そう

いうのを確認させていただきたいと思います。市長

のほうで答弁いただいても構いませんし、担当課の

ほうで何か方向性があるなら、それもお聞きしたい

というふうに思いますが、どうでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 中止イベント等ございますし、

当初予算でも盛り込んでいるものもございます。こ

れらにつきましては、予算についてまだご提案する

段階にはなってございませんけれども、組替え等も

含めて担当課とも協議の上、あと関連する実行委員

会等とも連携しながら今後検討してまいりたいと考

えております。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 残念ながら、せ

っかく増額をされた予算だったのですけれども、中

止に至ったということで、その予算がコロナの対応

に使われるのか、どういった方向性で使われるかと

いうのを現時点で考えていらっしゃるのかなという

ことでちょっと再確認をさせていただきました。ぜ

ひですね、工業、商業、観光ということで振興につ

いて聞きましたけれども、まちが衰退してしまう前

に、どういう方向性でそういうイベント等が実施で

きるのか、また実施可能になるのかというのを早い

段階で市長のほうの考え方を明言していただいて表

明していただけたら、イベント開催などについても

前に進んでいけるのではないかというふうに思いま

すので、どうぞ決断をするべきときはしっかりとし

た表明をしていただけたらというふうに思います。

よろしくお願いいたします。 

 次に、項目の２に移ります。基本目標１の「健や

かな暮らしをともに支え合うまち」についてお聞き

いたします。要旨ですけれども、項目に挙げた中の

地域医療の充実についてですが、当市は幸いコロナ

ウイルスに感染が判明した方はいないと聞いていま

す。委員会報告でもＰＣＲ検査の実施はあったとい

うということは聞いておりますが、感染者はいない

ということで確認が取れております。市民が安心し

て医療が受けられる環境とは、まず市立病院の医療

スタッフの方々の健康確保、そして体制の充実だと

いうふうに私は思っております。一つの指標として、

また本人が意思をしっかり持つ指標としても、午前

中にも質問がありましたように、抗体検査の予算措

置が必要ではないかと、あってもよいのではないか

というふうに私は考えております。病院スタッフの

中で特に訪問者との接触が多い方、できるならば医

療従事者全員の対応が必要と考えますが、そういっ

た予算措置について市長の考えを伺います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 職員の健康維持に関わる抗体

検査の必要性についてのご質問であったかというふ

うに思いますけれども、現在落ち着きを見せる新型

コロナウイルス感染症でございますが、今後北海道

にとりましていわゆる第３波を懸念する意見も多

く、市立病院におきましてもそのことを前提に様々

な準備や検討を進めているところでございます。そ

の中で、職員の抗体検査への取組についてでありま

すが、院内ＩＣＴ感染制御委員会などで検討したと

ころ、抗体検査は疫学的な調査研究に対する有用性

もあり、各分野で取り組まれておりますが、個々の

診断やその免疫の作用など、まだまだ不明なところ

も多く、また検査結果については陽性、陰性の診断

の確定を得ることができるものではなく、さらなる

ＰＣＲ検査等の再検査の必要性も生じ、職員向けに

採用していく結論には至っていないところでござい

ます。 

 しかしながら、ご指摘にありましたように、職員

の健康状態は安心して医療が受けられる環境づくり

のための基本でございまして、これまで同様日々の

体温チェックや健康管理には一人一人が細心の注意

を払っていかなければなりません。また、今後は唾
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液によるＰＣＲ検査など検査の種類や体制が拡充す

ることも見込まれておりますので、随時検討を重ね、

万全の体制を目指してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 午前中の鈴木議

員の質問の中でも抗体検査の質問が出ていましたけ

れども、スタートは一般住民、市民向けに対応とい

う話でしたが、中でエッセンシャルワーカーにも触

れていただいておりましたので、私と同じような考

えをお持ちなのかなというふうに聞いておりました

けれども、抗体検査というのは、答弁いただいたと

おり診断の確定を求めるものではなく、過去にかか

ったことがあるのかとか、現在の感染の状態とか、

抵抗する抗体を獲得しているのかと、これは人にう

つしにくいかどうかというレベルなのですけれど

も、そういうものを個々のレベルで把握して、行動

を考える目安とできるというふうに私は考えており

ます。 

 ＰＣＲ検査は専門的な手技が必要になりますし、

全ての検査、これはＰＣＲ検査も含めますけれども、

全ての検査は疑陽性または疑陰性という判断が出る

こともあるというふうに聞いております。ですから、

ＰＣＲが全て正解ということにはならない。そのた

めにも、答弁にありますように、職員の健康状態は

安心して医療が受けられる環境づくりの基本と考え

て、万全の体制を目指したいとおっしゃるならば、

精度は低いですけれども、安価で時間のかからない

採取の簡単な抗体検査を取り入れ、最悪となる前に

最悪を想定した対応というのが必要ではないかとい

うふうに感じます。院内感染や外来患者さんへの安

心材料を持つべきではないでしょうかというふうに

私は考えるのです。ですから、ぜひこの予算措置に

対しての考え方、予算措置が必要かどうかという考

え方が市長の中であるかないか、もう一度お聞きい

たします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 予算の確保等のお話だったと

いうふうに思います。現在院内では、抗体検査を含

めまして新型コロナウイルス関連の各種検査を実施

する場合の契約ですとか手順、また費用などについ

て検討を重ねております。また、再度抗体検査実施

の意義と職員の健康管理の重要性をご指摘いただき

ましたけれども、改めまして今後の感染の拡大に備

えた検査や診療体制の在り方と併せまして有益な手

段等を引き続き検討してまいりますので、ご理解い

ただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 先ほども言いま

したが、最悪になる前に最悪を想定して対応してい

かなければいけない。感染者が出てから抗体検査を

したのではやはり遅いのですよ、対応するには。で

すから、ぜひともそういう予算措置をしながら、最

悪になる前に推し進めていただけたらというふうに

思います。 

 公立病院ということで、こういう有事の際とか、

今後経営もなかなか先行きが難しくなっていく、一

自治体で公立病院が対応していくのは厳しくなる、

そういう状況が来るというふうに感じております。

道内でも現在地域医療連携推進法人の設立が進んで

います。ぜひこういう有事の際の対応がスムーズに

いくためにも道との連携を強く持って、近隣と法人

化の在り方を考えていくべきだというふうに私は考

えておりますので、調査研究を進めていただいて、

声を上げていってほしいなというふうに述べて、こ

の質問は終わります。 

 続きまして、要旨の２、健康づくりの推進の中で

感染症対策の推進が示されております。今回の新型

コロナウイルスの蔓延は誰もが予想していなかった

事態だというふうに思いますが、そのような事態に

対応すべく計画が立てられているものと考えます。

どのような動きでどのような対応がされてきたのか

お伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 健康づくりの推進として、新

型コロナウイルス感染症対策への対応についてでご
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ざいますけれども、第６次総合計画に感染症対策の

推進として、感染症予防や蔓延防止のための知識を

市民に広げることで感染症から市民の健康を守ると

しておりますように、このたびの新型コロナウイル

ス感染症について適時市民への知識の普及に努めて

まいりました。具体的には、広報３月号から毎月、

手洗いやせきエチケット、病院受診の目安と相談先、

３密を避けることなど、「広報あかびら」や折り込

みチラシにて全世帯にお知らせしております。また、

ホームページにも同様に掲載し、市民へ周知してま

いりました。広報７月号には、新型コロナウイルス

感染症の特集として４ページにわたり、新北海道ス

タイルや各種相談先などの掲載を予定しており、今

後も市民の方にとって必要な情報を分かりやすくお

伝えしていきたいと考えております。 

 また、赤平市新型コロナウイルス感染症対策本部

を２月25日に設置し、国や道の方針を踏まえ、庁内

の体制や各課の対応について随時協議しながら進め

ております。現在市内に感染者の報告はありません

が、気を緩めることなく、今後も引き続き感染拡大

防止に努めてまいりますので、ご理解いただければ

と思います。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 我々議員側も、

感染者がいないといって気を緩めることなく、今ま

でも委員会で報告をいただいたり、私も担当課に話

を聞いたりとかしてきました。２月25日に対策本部

を設置して以降、数回にわたり会議を開催して対応

に当たられてきたというふうに推測しますけれど

も、誰もが体験したこと、経験したことのない新型

コロナウイルスの感染症への対応全てが何が正しか

ったというのは誰も分からない状況だというふうに

思います。市内で感染者が出ていないことや感染症

対策として取り組まれてきた努力の行動には、非常

に担当課をはじめ関係各位の皆様には感謝申し上げ

たいというふうに思います。今後も終息がまだまだ

見えない状況ではありますけれども、答弁にありま

したように気を緩めることなく、ぜひ関係各課との

横の連携を強くして、市民、高齢の方々に分かりや

すくはっきりとした感染防止に努めていただきたい

というふうに思います。 

 この質問は終わります。 

 項目３、基本目標４の「ともに学び合い豊かな心

を育むまち」についてお聞きいたします。要旨です

けれども、学校教育の充実についてですが、施策の

推進の中には（１）、確かな学力の育成、（２）、

豊かな心の育成、（３）、健やかな体の育成と示さ

れております。いずれも大切な育成だというふうに

私も思いますが、これらは学校教育のカリキュラム

の中で多種多様な勉学、行事、交流、部活動で育成

されると思いますが、今回休校が続き、夏休みの期

間短縮ということで、学習面は取り戻せていくのか

なというふうに考えますが、中止となった行事や部

活動に汗して頑張ってきた３年生の最後の対応な

ど、管内ではどのように方向づけられ、それに対し

て市教委としてどう考え、支援していく考えがある

のかお伺いいたします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 本市の基本目標４は、学

習指導要領の生きる力の３本柱で形づくられており

ます。これは、子供たちの将来を見据え、必要とさ

れる資質、能力であります。新学習指導要領が全面

実施され、主体的、対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善を推し進めながら、求めるべき姿の一層

のレベルアップが図られようとしているタイミング

で新型コロナウイルス感染症の影響が発生いたしま

した。今年度の臨時休業は一月半に及び、夏休み、

冬休みをもってしても未履修を回避するのがやっと

の状況で、その段階に至るまでには時間的な工夫だ

けではなく、教員の授業関連の努力は例年と比べ物

にならないほど大きくなることが予想されますの

で、教育委員会としましても各学校の努力により学

習すべき内容が終了できるよう、連携しながら進め

ていきたいと考えております。学校現場では、新型

コロナウイルス感染症対策として感染リスクの低減

の工夫を求められており、全ての教科の授業や学校
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行事、そして日常の部活動や対外試合にも影響が及

び、延期や中止、形を変えての実施を余儀なくされ

ております。 

 ご質問の中止となった運動会等の対応に関しまし

ては、体育の授業の中で一部競技を実施し、その様

子を保護者が参観できるように各学校で検討をして

おります。また、部活動に関しましては、学校再開、

部活動再開から時間がたっていないため、まだ未定

が多いですが、屋外競技の野球では空知北地区の規

模で７月第２週に、屋内競技のバレーボールでは中

空知地区の規模で８月初旬に、感染リスク低減策を

講じながら校外試合などを計画されており、またソ

フトテニスは親睦大会なども計画されているようで

す。今後につきましては、新型コロナウイルス感染

症により例年どおりにならない部分も多々あると考

えられますが、学校と連携、協力しながら市教委と

してどのような支援ができるのか検討していきたい

と考えておりますので、ご理解賜りますようお願い

いたします。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 部活動の対応等、

管内の状況も踏まえてお知らせをしていただきまし

たけれども、各学校の努力により学習すべき内容が

終了できる連携、また学校と連携、協力しながらの

支援ということで答弁をいただきましたが、どうい

ったことが想定されて、市教委としてはどういった

考えの下、連携していかれるのか、現時点でそうい

う考えがあるのであれば、お聞きしたいというふう

に思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 各学校の努力により学習

すべき内容が終了できる連携とは、学習すべき内容

が全て履修できるような授業の工夫や相談について

指導主事を中心に支援をすることを考えており、学

校と連携、協力しながらの支援とは主に部活動を想

定しており、運動部における大会等への参加や吹奏

楽における演奏会の開催など、感染症対策を含め、

どのような支援をできるのか学校現場と相談してい

きたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 やっぱりこうい

うときですので、しっかり声を掛け合いながらの支

援というのは非常に大きくなっていくというふうに

思いますから、市教委の協力というのは学校現場か

らしても必要なことになっていくのではないかとい

うふうに思います。向こうから声をかけられるだけ

ではなくて、ぜひこちらからのアプローチとかも考

えていただけたらというふうに思います。 

 もう一点、中止となった運動会についてですけれ

ども、各学校体育の授業の中での対応ということで、

保護者の方の見学なども考えられているという答弁

でしたけれども、各学校での対応に、計画といいま

すか、そういうのは任せていらっしゃるのか、それ

とも市教委を中心にそれぞれ小学校や体育大会の中

学校が同じような考え方で対応していくのか、競技

内容ももし分かっていたら、そのやり方、日程等、

分かっていたら併せてお聞きしたいというふうに思

いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 運動会につきましては、

例年どおり通常実施する場合でも各学校において内

容が相違しておりますので、代替の授業につきまし

ても各学校の判断に任せる考えであります。また、

日程につきましてはまだ決定はしていませんので、

分かりましたらまたお知らせしたいと考えておりま

す。 

〇議長（若山武信君） 竹村議員。 

〇１番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。保護者の方もやはり学校の行事に参加でき

ないとか、そういう思いというのも出てくるところ

もあると思うのです。部活動に関しても、管内で小

規模で行われるにしても、観覧ができないとか、そ

ういう状況を耳にしていますので、どういったこと

ができるのか、難しい判断に至るかもしれませんけ

れども、連携やサポートのできる部分はぜひ市教委

のほうから力を貸してあげてほしいなというふうに
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思います。 

 今議会に関しましては、総合計画の施策に沿って

コロナ対応を中心にお聞きいたしました。まちづく

りは、このコロナだけで終わることではないという

ふうに考えておりますけれども、全て質問は終了し

たいというふうに思いますが、答弁いただきまして

ありがとうございます。このたびのコロナウイルス

の影響によって、生活スタイルは変化していくとい

うふうに思います。テレワークやリモートワークの

一般化が見えてきております。今までもスマート農

業の話題というのは、議会の中でも出たりとか、よ

く聞くようになりました。午前中の鈴木議員の質問

でもリモート授業の指摘がありましたとおり、今後

はＧＩＧＡスクールをはじめとした教育環境の充実

が求められると思います。道は、国の予算化されて

いる高度無線環境整備推進事業を進めていこうとし

ております。我がまちも市全体の整備を考えるとす

るならば、そういう情報や手だてを上手に活用し、

整備を進めていただきたいというふうに思います

し、取りこぼしのないような判断を市長には求めた

いというふうに思います。また、関係各課と調整を

密に進めていただいて、施策の推進に至っていただ

きたいというふうに思いますので、こういったこと

を要望して私の質問を全て終了いたします。 

〇議長（若山武信君） 暫時休憩といたします。 

（午後 ２時４５分 休 憩） 

                       

（午後 ２時５５分 再 開） 

〇議長（若山武信君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序５、件名１、赤平市新型コロナウイルス

感染症対策本部について、２、市民生活における新

型コロナウイルス感染症の影響と対策について、３、

あかびら市立病院について、４、保育・学校教育に

ついて、議席番号３番、木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 議席番号３番、日

本共産党、木村恵です。本定例会は、３密を避ける

ということで説明員の方々にも距離を取っていただ

くことをお願いしていましたけれども、通告内容が

多くて、今日はかなりの説明の方来ていただいてお

ります。もしよろしければ、通告所管の質問が終わ

り次第退席していただくようなことを議長に取り計

らいいただければというふうに思いますので、お願

いいたします。 

 緊急事態宣言は解除されましたが、経済社会活動

の再開というのは感染抑止をしながら段階的に進め

ていかなければなりません。日本共産党は、感染拡

大を抑止するための医療と検査体制の抜本的強化、

これを求めております。安心して経済社会活動の再

開に取り組めるようにすること、自粛と一体の補償

をという立場で、大打撃を受けている暮らしと営業

を支えることを一体に進めることを強く国に求めて

おります。通常国会は閉会しましたが、この間政府

ができないと言ってきたことが国民の世論と国会論

戦の中で次々と実現されてきました。特別定額給付

金10万円の一律の給付、あるいは雇用調整助成金、

休業補償額と助成率の引上げ等々、国民世論と運動

の力で実現してきたものというふうに考えておりま

す。また、家賃補助や困窮する学生への支援も不十

分ながら踏み出しております。これからもコロナ危

機打開へ向けて力を尽くしてまいりたい、このよう

に思っております。 

 日本共産党赤平市委員会も、２月、５月と２回に

わたり、赤平市へコロナ対策の申入れを行ってまい

りました。今日は、そのことも踏まえながら、感染

拡大を抑止しつつ市民の暮らしと営業を支え、安心

して経済社会活動を再開するために、これまでの赤

平市の対応がどうだったのか、また今後について何

が必要なのかといったことを質問していきたいとい

うふうに考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

 件名の１です。赤平市新型コロナウイルス感染症

対策本部について、項目の１、現在までの経過と基

本方針について、要旨の１です。赤平市新型コロナ

ウイルス対策本部が設置され、４か月が経過をしま

した。感染が拡大していき、国や道の方針が日々変
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化していく中で、市民の方々はテレビやネットから

の情報に振り回され、不安な日々を過ごすこととな

りました。補償のない休業や自粛、どこで感染する

か分からないといった不安によるものです。全国の

自治体は、感染者の有無にかかわらず対策本部等を

設置し、感染防止策や市民生活支援策、企業支援策

などを講じるとともに、地域住民に対して正確な情

報発信と対策の周知を行ってまいりました。赤平市

新型コロナウイルス対策本部の現在までの経過、定

例会初日の市政報告等でも述べられておりますが、

この経過はどのようになっているのかを改めて伺い

たいというふうに思います。 

 また、このコロナ禍において、畠山市長は対策本

部長としてどのような基本方針を持って陣頭に立っ

ておられるのか、併せて伺いたいというふうに思い

ます。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 現在までの経過と基本方針に

ついてでございますが、国内において１月15日に初

の感染者が公表されたことにより、当市においても

新型コロナウイルス感染症に関する情報の収集等を

行ってきたところであります。２月28日には北海道

緊急事態宣言が発令され、当市におきましてはその

前に２月25日に新型コロナウイルス感染症対策本部

を設置したところであります。 

 現在まで９回の新型コロナウイルス感染症対策本

部会議を開催いたしまして、基本方針として情報提

供、感染状況の把握、感染拡大防止対策等に取り組

んでまいりました。また、赤平市新型インフルエン

ザ等対策行動計画に基づき、職員が感染者となった

場合や濃厚接触者となった場合の対応につきまして

も協議してきたところであります。そのほかに、イ

ベント、集会、会議等の取扱い、社会教育施設の休

館や休止、学校の休校、分散登校の実施などについ

ての方針の確認を行い、様々な情報の共有に努めて

まいりました。それらの情報につきましては、市民

の皆様にも随時「広報あかびら」や赤平市のホーム

ページなどで公表してきたところであります。 

 今般の新型コロナウイルス感染症につきまして

は、終息への道筋が見えないところではありますが、

市民と事業者の皆様の長期間にわたる外出の自粛や

休業要請へのご理解とご協力により、赤平市内にお

いては感染された方の報告もなく、落ち着いたとこ

ろではございますが、北海道全体ではいまだ予断を

許さない状況にあると考えているところでありま

す。今後新しい生活様式を取り入れ、新北海道スタ

イルを実践していきながら、感染症拡大の終息にめ

どがつくまでの間と終息後の回復に向けた取組を商

工会議所と連携し、全力を挙げて取り組んでまいり

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 情報提供、状況把

握、感染拡大防止等に取り組んできたと、情報収集

もしっかり行ってきたという内容だったと思いま

す。陣頭指揮に当たっては、特段何を優先にという

ことは述べられなかったのだろうというふうに思い

ますけれども、答弁の中にあったように、市民の方

々であるとか、市内の企業、事業者の皆さんのご理

解の下、協力の下、感染報告がないというところは

非常に大切なところなのだろうというふうに思いま

す。対策本部もしっかりと機能してきたからこそだ

というふうに言えるのではないかというふうに思い

ます。 

 特措法に基づく休業要請により売上げが落ち込む

飲食店等への緊急支援、これは４月中に支給が始め

られたということで、事業選択についてもスピード

についても大変評価される内容だというふうに思っ

ております。また、特別定額給付金についても、97

％でしたか、大変早い段階からの高い給付率という

ことになっているというふうに思います。本当に市

民の方々からは喜ばれているというふうに思ってお

ります。 

 今は、この感染状況といいますか、少し落ち着き

を取り戻し、通常に近いような生活になっているの

かなというふうに思っておりますけれども、先ほど

来議論にありましたように、第３波というものがい
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つ来るか分からないという、予測もつかないという

状況の中で対策本部というのは、恐らくですが、引

き続き設置された状態が続いていくのだろうという

ふうに思います。今後も素早い情報収集、そして状

況判断していただいて、適切な対策、本当に必要だ、

困っているというところへの適切な対策、支援とい

うものを続けていっていただきたいというふうに思

います。 

 次の質問に移ります。項目の２です。国の２次補

正に対応する考え方についてです。要旨の１です。

国の２次補正予算、これが６月12日に成立をしまし

た。日本共産党は、雇用調整助成金の上限引上げや

家賃支援給付金、学生支援給付金の創設など、不十

分さはあるものの賛成できる内容ではあるが、全体

の３分の１を占める10兆円もの予備費が計上されて

いるという１点において反対をしております。憲法

83条の国の財政を処理する権限は、国会の議決に基

づいてこれを行使しなければならない。財政民主主

義の大原則だというふうに思います。とはいえ、成

立をした２次補正ですけれども、第２弾の地方創生

臨時交付金、これ昨日内容も明らかにされたという

ふうに思いますが、第１弾は本定例会、先ほど来議

論ありますが、最終日に明日補正提案されるという

ふうに伺っております。第２弾の使途について、対

策本部ではどのように取りまとめていく考えなのか

お伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 国の２次補正に対する考え方

についてでございますけれども、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金は、本年４月20日、

閣議決定において新型コロナウイルスの感染拡大を

防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地

域経済や市民生活を支援し、地方創生を図るため、

地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかな事

業を実施できるよう、地方創生臨時交付金が設立さ

れたところであります。本市におきましては、第１

次交付限度額9,782万3,000円を活用して、感染拡大

の防止、事業者支援、地域経済の回復、遠隔オンラ

イン学習の環境整備などの取組を進めるため、今定

例会に補正予算案を提出させていただいたところで

あります。 

 そこで、ご質問の国の第２次補正予算の地方創生

臨時交付金の使途についてでございますが、国の第

２次補正予算が６月19日に成立し、２兆円上積みさ

れた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金では、家賃支援を含む事業継続や雇用維持等へ

の対応を後押しするとともに、新しい生活様式等へ

の対応など、地域の実情に応じた取組を力強く支え

るとされたところであります。６月24日に第２次交

付限度額３億2,714万5,000円が示され、交付金の活

用方法については新型コロナウイルス感染症対策本

部において事業案の協議を行う予定としており、事

業案が決定次第速やかに補正予算の提案をさせてい

ただきたいと考えておりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 第１弾のほうは、

交付額の上限示されてから事業計画の提出までの期

間というのが若干短くて、事業を選ぶにも大変時間

が短かったことから、作業のほうはなかなか大変だ

ったのかなというふうに思います。ある意味これは、

トップダウンで進めなければ間に合わなかったよう

な内容ではないかなというふうに思っております。

その中でも、補正予算の内容を見ますと事業選択、

優先順位等も含めてしっかり行われたのではないか

という印象を持っております。冒頭述べた我が党の

申入れにも合うような内容というのが含まれている

のではないかというふうに思っています。 

 詳しいことはあしたの補正予算の質疑で行いたい

と思いますけれども、今述べられた第２弾、３億

2,700万ぐらいですか、これについては事業者への家

賃支援や雇用維持のほうの分と新しい生活様式に対

応した地域経済活性化というふうに一応分けられて

いるようです。１対２ぐらいの割合になるのかなと

いうふうに思います。赤平市でもそういった感じに

なっているのかなと思います。第１次も、若干の縛
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りといいますか、当然コロナに関するものでありな

がらも、こういったものには使えませんという留意

点等がありました。第２弾も恐らく同じようなこと

あると思いますけれども、ぜひ柔軟に対応していた

だきたいということと、若干今までの経緯も当然あ

ると思うので、今まで考えてきたことプラスこれか

ら事業計画まで、出す時間が若干あると思いますの

で、しっかりと対策本部のほうで各課で集めた情報

を吸い上げ、答弁にあったような事業案の協議とい

うのを対策本部のほうでしていただいて、必要な対

策を打っていただきたいというふうに思います。ぜ

ひ現場の声というものをしっかりと入れたものにし

ていただきたいというふうに要望したいと思いま

す。 

 次の質問に移ります。件名の２です。市民生活に

おける新型コロナウイルス感染症の影響と対策につ

いてです。項目の１、生活困窮などに対する対応に

ついて、要旨の１です。緊急事態宣言による休業要

請や外出自粛要請などからくる事業者の減収など、

生活困窮に陥った市民に対して市税、国民健康保険

税、介護保険料、水道料金等の支払い猶予あるいは

減免できる制度をホームページや広報６月号で周知

しております。それぞれ基準や要件が分かりづらい

内容になっていると思いました。実際はそれぞれど

のようになっているのかを伺いたいと思います。 

 市税に係る特定制度はある程度具体的に説明があ

りましたが、あくまでこれは１年間の猶予のみなの

かどうか。また、上下水道は先ほども議論ありまし

たけれども、これは猶予のみなのだろうというふう

に思います。また、国民健康保険税などは減免規定

があります。収入の減少率など基準が示されており

ません。どのような基準になっているのかお伺いし

たいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市税、国民健康保険税、介護

保険料、水道料金及び下水道使用料の支払い猶予等

に関するご質問でございますが、市税につきまして

は新型コロナウイルス感染症に係る地方税法改正に

基づく対応となっておりまして、本年度はホームペ

ージにも記載の特例猶予による１年間の猶予のみの

対応で、法人、個人事業主及び個人の市税が対象と

なっております。このほか、令和３年の事業用固定

資産税の軽減措置が予定されておりますけれども、

設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産

税と事業用家屋に対する都市計画税が事業収入に応

じ軽減されるもので、市に申告が必要となりますが、

この軽減措置につきましては中小企業庁等より詳細

が明らかにされましたら、ホームページ等での周知

を予定しております。 

 国民健康保険税の徴収の猶予につきましては、令

和２年２月１日から令和３年１月31日までに納期限

が到来する国民健康保険税が対象でございまして、

新型コロナウイルスの影響により令和２年２月以降

の任意の期間において事業等に係る収入が前年同月

に比べておおむね20％以上減少しており、一時に納

付し、または納入を行うことが困難である方を対象

としております。減免につきましては、令和２年２

月１日から令和３年３月31日までの間に納期限が設

定されている分の国民健康保険税を対象としてお

り、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の

主たる生計維持者が死亡か重篤な傷病を負った場合

には全額減免、新型コロナウイルス感染症の影響に

より世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収

入、山林収入か給与収入の減少が見込まれ、事業収

入などのどれかの減少額が前年の当該事業収入など

の10分の３以上であること、前年の合計所得金額が

1,000万円以下であること、減少することが見込まれ

る事業収入などの所得以外の前年の所得合計額が

400万円以下であること、以上３つの条件全てに当て

はまる世帯の方につきましては、世帯の主たる生計

維持者の前年の合計所得金額によって10分の２から

10分の10の減免割合となってございます。 

 このほか、傷病手当金につきましては、赤平市国

民健康保険の被保険者でお勤め先から給与の支払い

を受けている被用者の方で、新型コロナウイルス感

染症に感染、または発熱等の症状があり、感染が疑
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われ、療養のため労務に服することができなかった

方を対象としておりまして、令和２年１月１日から

９月30日の間で療養のため労務に服することができ

ない期間を適用期間としておりまして、これらにつ

きましてはホームページにも掲載させていただく考

えでおり、とりわけ減免や傷病手当金につきまして

は７月には納付書、保険証を発送いたしますので、

概要を記載させていただきましたリーフレット等を

同封し、ご案内させていただく予定であります。 

 介護保険料の徴収の猶予となる保険料につきまし

ては、申請のあった日の属する月の保険料から６か

月以内の月分に係る保険料とし、財産等の損害割合

が30％以上の場合と収入の減少割合が30％以上の場

合を対象としております。また、減免につきまして

は、令和２年２月１日から令和３年３月31日までの

間に納期限が設定されている分の介護保険料を対象

としており、対象要件につきましては２種類ござい

まして、１つ目としましては、新型コロナウイルス

感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が死亡

か重篤な傷病を負った場合で、全額減免となります。

２つ目といたしましては、新型コロナウイルス感染

症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動

産収入、山林収入または給与収入のうち、いずれか

本年の減少見込額が前年と比べ10分の３以上になる

ことが見込まれ、かつ減少することが見込まれる事

業収入等に係る所得以外の前年の所得金額が400万

円以下である場合が対象となります。減免額といた

しましては、主たる生計維持者の方の前年の合計所

得金額が200万円以下、または事業等の廃止または失

業された方は対象保険料額の全額減免、200万円を超

える場合は10分の８の減免割合となっております。

これらにつきましては、国民健康保険税と同様、ホ

ームページにも掲載させていただきたく考えており

ます。 

 水道料金及び下水道使用料の猶予につきまして

は、さきの議員のご質問に対する答弁にもございま

すように、このたびの新型コロナウイルス感染症に

より新たに支払いが困難となった方に対しまして、

６月請求分より当面９月請求分までの４か月分を対

象に、申請書等を提出いただくことによりましてそ

れぞれ最大６か月間、支払いの猶予を定め、運用し

ているところであります。また、それ以前に相談を

受けております４月初旬から５月初旬までの相談者

９件に対しましては、従前どおりの納付相談等によ

り水道の供給を継続しており、うち１件につきまし

ては支払いが完済しております。 

 以上、ちょっと分かりづらい説明になったかと思

いますけれども、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 質問しているほう

が幅広く質問しているので、どうしても説明も長く

なってしまって申し訳ないところでありますけれど

も、広報のほうには１か所にどんと載っている内容

なのですね、今の質問の内容が。ですので、できれ

ばもうちょっと詳しく周知のほうをしていただきた

いなというふうに思います。 

 国民健康保険税、介護保険料については、定例会

初日の専決処分の内容の下にということだったのか

なと思うので、周知は既に可能だったのではないか

なというふうに考えております。答弁にあったよう

に、今速やかにホームページ等の周知をお願いした

いというふうに思います。 

 そこでなのですけれども、国民健康保険について

ですが、猶予については前年同月ということであっ

たのですけれども、減免になりますと前年収入から

の減少額ということで10分の３以上ということがあ

りました。今コロナ対応ということですので、当然

１年間待つということはないのかなと。ここにおい

てどのように算定をしていくのかということなので

すけれども、北海道後期高齢者医療広域連合では、

今年２月から減免を申請できる月までのうち、最も

低い月の収入を基準として年間の見込額を算定し、

減免の判断をするということになったそうです。一

方、国民健康保険は、市町村が一定の合理性を担保

しつつ判断することとされております。厚労省は、

それを約３か月程度というふうに助言をしておりま
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す。例えば札幌市でいうと、直近３か月というふう

に決められたようです。道のほうでも１か月ではな

く３か月ということを言っている。ただし、北海道

議会でもこれは市町村のほうの判断に委ねるという

か、判断できるものだということが保健福祉部のほ

うで答弁されているのを見ました。 

 私は、広域連合の算定基準のように一番下がって

しまった月を基に、それ掛ける12というか、そうい

うふうな算定基準で行っていくことが後期高齢のほ

うと介護も国保も全部平等にというか、なるのでは

ないかというふうに思っておりますが、この辺の考

えについてお伺いしたいというふうに思います。 

 あと、傷病手当金のほうですけれども、これも専

決処分で条例改正されておりまして、これに対して

否定するつもりは全くございませんが、鳥取県の岩

美町では個人事業主等に傷病給付金として出せる制

度を新たにつくっているということもあります。こ

ういったこともこの際検討してみてはどうかと思い

ますが、お答えを伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 国民健康保険税の減免申請に

係る算定方法でありますけれども、現在においても

北海道保健福祉部より減免に関する通知があるとこ

ろでございますが、北海道後期高齢者医療広域連合

におきましては令和２年２月から申請月のうち収入

が減少した任意の月の収入額、減収後の額が最も低

い月など、これらを12か月分、年額でございますけ

れども、これらに換算し、見込額を算出することを

基本としており、当市の国民健康保険税も同様に取

り扱うこととしてございます。また、傷病手当金に

つきましては、ご指摘にありましたとおり、鳥取県

岩美町、岐阜県飛騨市で個人事業主にも支給するよ

う独自で支援制度を創設しておりますが、厚生労働

省においては特別調整交付金により支給額の全額を

支援することとしており、対象者は被用者としてい

るところであります。しかし、ご提案のありました

個人事業主につきましては、他市の状況も見ながら

検討してまいりたいと考えております。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 まず、算定の方法

については安心をいたしました。コロナ第３波とい

うのは、先ほども言っていますけれども、いつ来る

か分かりませんので、個人事業主やいわゆる家族従

事者等の方は被用者として認められないがために、

同じ被保険者でも傷病手当が受けられないというこ

とになります。大変厳しいのではないかというふう

に私考えておりまして、こういった方にも平等に行

き渡るように、給与所得で区切らずに、先ほど最後

検討していただけるということでしたので、ぜひ早

急に検討のほうはしていっていただきたいというふ

うに要望したいと思います。 

 水道料金、下水道料金等については、先ほども他

市町の例を挙げながら減免のほうを安藤議員のほう

が求めていたというふうに思います。沼田町でも企

業支援として、売上げの減少しているところに緊急

支援として６か月分相当を、水道料金かな、６か月

相当を独自支援しているということも聞きました。

緊急コロナ企業支援策、市民も当然そうですけれど

も、こういったことも踏まえて、先ほどから言って

いますように対策本部のほうで各課横断的な議論を

していただいて、商工労政観光課と上下水道課とそ

ういったところで検討してみてはいかがかというふ

うに思いますので、ぜひコロナ対策本部のほうでし

っかりといろいろなことを議論していただきたいと

いうふうに思います。これは、要望としておきます。 

 次の質問に行きます。要旨の２です。新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けて困窮している市民の

方が生活を立て直すために利用できる制度、これに

はどのようなものがあるのかお伺いしたいというふ

うに思います。また、それらの制度が今回のコロナ

禍によって拡充をされているというふうに思います

が、そういった変更点なども併せて、特に生活保護

制度のほうはどういった変更点があるのかお伺いし

たいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 特に生活保護制度の変更点に



 －81－ 

ついてどのようになったのかということでございま

すけれども、新型コロナウイルス感染症の影響を受

けた方に対して、厚生労働省より支援策をまとめた

生活を支えるための支援のご案内が示されておりま

す中で、影響を受けた市民が生活を立て直すために

利用できる制度としては、生活福祉資金として緊急

小口融資の特例貸付けと総合支援資金の特例貸付け

があります。 

 緊急小口資金は、一時的な資金が必要な方、主に

休業された方に対する資金でございまして、緊急か

つ一時的に生計の維持が困難となった場合に費用の

貸付けを行います。貸付け対象者は、新型コロナウ

イルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減

少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付

けを必要とする世帯であります。貸付け上限額が従

来10万円以内とする取扱いを要件に、該当すれば20

万円以内、その他は10万円以内、据置期間が従来２

か月以内を１年以内、償還期間が従来12か月以内を

２年以内、貸付け利子、保証人は不要となっており

ます。手続は、社会福祉協議会、または労働金庫、

あるいは取扱い郵便局で行っております。 

 次に、総合支援資金につきましては、生活の立て

直しが必要な方、主に失業された方などでございま

すが、これらに対し、生活再建までの間に必要な生

活費用の貸付けを行います。貸付け対象者は、新型

コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や

失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難

となっている世帯で、従来は生活困窮者自立支援制

度の自立相談支援事業等による支援を受けているこ

とが要件となっておりますが、不要となっておりま

す。また、据置期間が従来６か月以内を１年以内、

貸付け利子、保証人が従来保証人有の場合は無利子、

なしの場合は年1.5％とする扱いを無利子、保証人不

要となっております。手続は、社会福祉協議会で行

っております。今回の特例措置では、新たに償還時

においてもなお所得の減少が続く住民税非課税世帯

の償還を免除することができることとなっておりま

す。 

 次に、生活困窮者自立支援制度では、生活保護に

至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、様々

な課題を抱える生活困窮者に対して一人一人の状況

に合わせた包括的な支援を実施しております。当市

の相談窓口といたしましては、ＮＰＯ法人そらち生

活サポートセンターにおいて支援を行っておりま

す。 

 次に、住宅確保給付金の支給については、就職に

向けた活動をするなどを条件に、一定期間家賃相当

額を支給するものであります。対象者は、離職や廃

業後２年以内の者でございましたが、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、これに

加えて個人の責任や都合によらない休業等により収

入が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者も

対象者として拡充されました。また、支給要件の一

つ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことについても、

申請時のハローワークへの求職申込みが不要と緩和

されております。 

 次に、生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、

その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で

文化的な最低限度の生活を保障するとともに、その

自立を助長することを目的としております。生活保

護制度での変更点についてですが、制度についての

変更点はございませんが、先ほど鈴木議員のご質問

でも答弁いたしましたとおり、厚生労働省より通知

がありました新型コロナウイルス感染防止等のため

の生活保護業務等における対応についてに基づき、

認定業務等に際し、各ケースにおいて適切に対応し

てまいりますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 総合支援資金、生

活困窮者自立支援制度、住宅確保給付金、あと小口

資金もありましたけれども、ホームページのほうに

は恐らく小口資金のほうしか赤平市は載っていない

のではないのかなというふうに私確認を取っており

ますが、ぜひこういった制度もしっかりとホームペ

ージ等で周知のほうはしてほしいというふうに思い

ます。 
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 あわせて、生活保護についてはご答弁のとおり、

制度の変更点ではなく保護要件の取扱いの緩和とい

うところがされているというふうに思います。例え

ば車両等、そういったものの弾力的な運用というの

も認められているということであったり、先ほど議

論があったように、速やかな手続というところだと

いうふうに思います。いずれにしても、生活保護に

ついてなのですけれども、こういった今現在取扱い

の緩和というのがコロナ禍の中で起こっております

が、赤平市のホームページを見まして生活保護のペ

ージを見ると、生活保護を受けるにはというところ

があるのですけれども、１、２、３、４ってあるの

です。その２番目のところなんかでいうと、生活に

必要なもの以外は処分するなどして生活費に充てな

ければなりません。全てこれ１から４はなりません

なのですけれども、言っていることは正しいのです。

そのとおりなのですけれども、現在はコロナ禍にお

いて、例えば車の運用は認められているとかという

要件緩和が行われているので、そういうものをコロ

ナのほうのページででも周知をしていくとか、そう

いったことをやっていかなければならないのかなと

いうふうに思っております。今のコロナの状況だと、

誰がいつ生活困窮に陥るかということが本当に分か

りません。今回の要件緩和も含めて、コロナ関連の

ところで様々セーフティーネットがあることをぜひ

周知していっていただきたいというふうに私は考え

ております。 

 長野県では、パンフレットで、生活が立ち行かな

くなることは誰にでも起こり得ること、先ほど市長

述べられましたが、憲法25条の生存権の理念に基づ

く最後のセーフティーネットが生活保護ですと分か

りやすく説明、周知をされております。先ほど言っ

たように、市のホームページの印象も少し変えてい

ただくとか、生活保護というのは本当に市民の方、

あなた方の権利なのですと、ためらわずに申請をし

ていただきたい、こういう姿勢を見せていただきた

いというふうに思いますが、市長の考えをお伺いし

たいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 議員がおっしゃるとおり、ホ

ームページでも新型コロナウイルス関連情報にて生

活困窮者に対する支援情報として掲載してまいりた

いというふうに考えております。 

 また、市長の考えをということでございますが、

生活保護については様々な事情がある方もいらっし

ゃいますが、ためらわずにご相談していただき、必

要な支援を受けていただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 ありがとうござい

ます。ためらわずに相談をしていただきたいという

ことを言っていただきました。ぜひこういうふうに、

生活保護というのはどうしてもバッシングみたいな

ものがあったり、水際作戦みたいなものがあったり、

そういうものがあるのですけれども、赤平市では水

際等々は、以前も議論しましたけれども、やってい

ないということで答弁いただいております。本当に

困った方にこういう制度が行き届かない、そういう

ような世の中にはなってほしくないので、ぜひ周知

のほうと相談を聞きますよという、そういう周知を

しっかりと行っていっていただきたいというふうに

思います。 

 次の質問に移ります。項目の２、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による雇用の状況と対策につい

て、要旨の１です。持続化給付金についてオンライ

ン申請しても届かないという悲鳴が上がっているこ

とやサービスデザイン推進協議会のいわゆる中抜き

ではないかという問題、あるいは電通などからの再

委託、再々委託など、国会でも様々な議論がありま

した。とにかく急いで必要な方に給付をしていただ

きたいというふうに思います。国会は閉会していま

すが、委託の問題というものは税金の使われ方とい

うことで大変大きな問題だと私は思いますので、こ

ちらは当然しっかりと明らかにする必要あると思い

ますけれども、何はともあれ持続化給付金、手元に

早く届けていただきたいというふうに思います。 

 赤平市においても申請をしている事業者の方々が
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いらっしゃるというふうに思います。市内事業者で

申請している件数や給付を受けた件数などをどのよ

うに把握しているか、伺っているか伺いたいという

ふうに思います。また、生産調整などによる休業、

市内企業の状況、そういったところも併せてお伺い

をしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 持続化給付金につきましては、

事業者から国への直接の申請でございますので、市

として正確な数字はつかめておりませんけれども、

申請のサポートをしております商工会議所への聞き

取りですとか建設業協会へのアンケートによります

と、約70件の申請があるという状況でございます。

給付につきましても件数は確認できておりませんけ

れども、オンラインでの申請となっておりまして、

書類等に不備がなければ２週間ほどで給付されてい

るようでございます。 

 市内企業の休業の状況につきましては、飲食店等

をはじめ、新しい生活様式として感染防止対策等を

講じて動き始めてはいるものの、製造業等一部の企

業では４月から生産調整に入り、出荷に合わせて休

業としているなど、依然として厳しい状況にあるも

のと思われます。雇用調整助成金の活用ですとか、

セーフティーネット、固定資産税の軽減措置など、

国の支援制度につきまして情報収集を徹底し、制度

の周知を図りたいと考えております。特に観光産業

など外出自粛による影響を受けた業種につきまして

は、外食需要やインバウンド需要の減少、イベント

開催自粛等による大きな打撃を被っており、今後の

回復の時期を待つ状況にございます。 

 今後も終息が見通せない状況にあり、長引くと予

想される経済の回復に備え、市といたしましても国

や道の支援を注視しながら、制度の周知や企業等の

雇用確保と事業を継続するための支援策を検討して

まいりたいと考えておりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 70件ということで

した。持続化給付金というのは売上げ半減以上とい

うことですから、これは相当深刻な状況になってい

るのだろうなというふうに思います。給付について

は、オンラインですので、確かに確認というのもな

かなか難しいというふうには理解できますけれど

も、不備がなければ２週間ということでしたけれど

も、不備がないのに２週間たっても来ないというよ

うなのが報道でばんばん、ばんばんされているよう

な状況ですので、赤平市でどうこうという問題では

ありませんが、ぜひそういうところもしっかりと把

握して、困っている企業を何か助けられるようなこ

とがあればということでしっかりと情報把握に努め

ていただきたいというふうに思います。 

 生産調整に入ったところもあるということですの

で、そうなると今度は雇用調整助成金というのが大

変重要な制度になってくるのかなというふうに思い

ます。企業にしっかりこれも周知をして、活用のほ

うをしていただきたい。実際活用されている企業は

あるというふうに私も聞いておりますけれども、６

月はいいけれどもという話もありましたので、今後

例えば同時にこれ利用できないものですけれども、

先ほど言ったように休業支援金というのは労働者個

人が直接申請をして直接支給を受けられるという制

度、これが２次補正で国会ぎりぎりで決まりまして、

これが恐らく７月からというふうに言われておりま

す。まだ詳細ちょっと分かりませんけれども、こう

いったものも分かり次第すぐ速やかに周知徹底のほ

うを図っていただきたいなというふうに思います。 

 答弁の最後のほうにありましたけれども、雇用の

確保と事業の継続支援、これまさに急務なのだろう

というふうに私も思っております。先ほども述べま

したけれども、第２弾の地方創生臨時交付金、こち

らの活用も当然そうですけれども、さっき議論あり

ましたようにイベント等の使われなくなった予算と

いうものが確かにあると思うので、それの組替え、

検討されていくということでしたけれども、そうい

ったものも含め、本当にでき得る限りの支援策とい

うのをしっかりと講じていっていただいて、赤平市



 －84－ 

から一つも企業をなくさないと、こういう決意でぜ

ひ取り組んでいっていただきたいというふうに思い

ます。 

 次の質問に移ります。項目の３です。介護施設や

介護予防の取組について、要旨の１です。介護施設

や介護予防の取組についても、いわゆる感染症対策

と事業の継続、これを並行して行っていく上では大

変な困難があるというふうに考えます。札幌市では

高齢者施設がクラスターとなり、感染が広がりまし

た。また、感染拡大防止のために通所利用できなく

なったり、制限がかけられたりしているケースも見

受けられます。介護事業所などのコロナによる減収、

これの補償というのをしっかりとしていかなけれ

ば、介護基盤を崩壊させかねない状態ではないかと

いうふうに思います。 

 国に対してこういったことをしっかりと求めてい

く必要があると考えますが、市内の介護施設等の状

況、今どのようになっているのかお伺いしたいと思

います。また、運動教室など社会福祉協議会や包括

支援センターで行っている介護予防の取組について

はどのようになっているのか、併せてお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 介護施設や介護予防の取組に

ついてでございますが、初めに市内介護施設等の状

況についてでございますけれども、近隣に感染が発

生した際に、感染予防のため一時的に通所介護サー

ビスが休止いたしましたが、利用者に大きな影響を

及ぼすことがないよう、一、二週間でサービスを再

開しております。感染を恐れての利用控えについて

ですが、数名が通所介護サービスを一時的にお休み

したとの報告を受けておりますが、そのほかはおお

むね通常どおりの利用となっております。しかしな

がら、長引く感染症対策に介護職員は消毒など手間

のかかることも増加しておりまして、精神的にも大

変疲弊していると伺っております。今後介護施設で

感染者が発生し、感染が拡大した場合、サービスの

中止や職員の不足など介護崩壊が起こりかねないた

め、サービスの提供体制に必要な対策が講じられる

よう、全国市長会等を通じ、国へ要望しているとこ

ろでございます。 

 次に、介護予防の取組についてでございますが、

外出自粛が長期化したことで高齢者の筋力や体力の

低下、健康面での影響が懸念されましたことから、

介護予防についてリーフレットの全戸配布や広報、

ホームページにて周知をしてまいりました。緊急事

態宣言が解除され、６月からはまる元運動教室、ミ

ニデイサービスかえで、これらを再開いたしました

けれども、会場の消毒や換気、職員、そして参加者

の体調管理など感染対策を講じ、実施しております。

エリアサポーターの体操やサロン活動の再開に向け

た支援については、担当課と社会福祉協議会と打合

せを行いながら、リーフレットの配布など感染防止

の取組を進めておりますので、ご理解いただければ

と思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 まず、介護施設の

ほうですけれども、北海道連絡会というところが５

月に道内の訪問看護、訪問介護、デイサービス、シ

ョートステイの3,406事業所にアンケートを送付し

たところ、1,248件、36.6％の回答が寄せられたとい

うことです。これは、過去最高だというふうに聞い

ております。マスクや防護服、消毒液などの衛生資

材が４割が不足をしていると答え、経営状況でいえ

ば５割が減収になっているというふうに答えている

そうです。デイサービスでは何と８割の事業所が減

収しているということで、感染者の多い札幌市内の

事業所に至っては９割が減収しているというふうに

答えています。 

 赤平市でも、今答弁にあったようにほぼ通常どお

り通われてきているというですけれども、そうなり

ますと消毒液であったりマスクであったり、そうい

ったものの衛生資材のほうが今度経営を圧迫してき

たり、あるいはスタッフさんの心のケアといったと

ころが大切になってくるのだろうというふうに思い

ますけれども、明日の補正予算で衛生資材について

若干支援のほうがあるように思いますが、市内事業
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所さん事業を続けていけるような支援策ということ

です。これを今答弁にあったように国や道に対して

しっかり求めていくということと同時に、赤平市独

自でできることを模索してやっていっていただきた

いというふうに思います。 

 また、介護予防の取組についてですけれども、高

齢者の方々の健康面や体力面考えると、現段階では

感染予防、防止対策をしっかりしながら、少しずつ

徐々に徐々に再開していくということには一定理解

はできるのかなというふうに考えます。特に市職員

が常駐していないエリアサポーターの活動などにつ

いては、配布されているリーフレットというのかな、

新型コロナウイルス感染症に気をつけて通いの場を

開催するための留意点というもの配られていると思

うのですけれども、こういったもので本当に距離を

取りましょうとか、消毒をしましょう、マスクをつ

けたまま運動するときは休憩をしましょう等々いろ

いろ書いてあるのですけれども、これ配られてもま

だまだエリアサポーターの方々自分たちだけでやる

のは不安が伴うと思います。だけれども、やっぱり

開けてほしいという声がすごくあるので、やりたい

という思いもあると聞いております。 

 ぜひ、毎回とまでいかなくてもいいのですが、少

なくとも初めのうちはですけれども、保健師さん、

運動教室等々やっているところに行っていただい

て、衛生指導等をしていただきたいというふうに思

うのです。保健師さんのお仕事も大変だとは思うの

ですけれども、そういったところからいわゆるクラ

スター出さないようにということにぜひ気をつけな

がらの再開というのを目指していただきたいという

ふうにお願い申し上げたいと思います。 

 次の質問に移ります。項目の４です。社会教育施

設等の対応についてです。要旨の１です。社会教育

施設の利用について、いわゆる距離を保つであると

か、換気する、消毒するなど感染症対策というのが

どのように行われているのか、いろんな施設がある

と思います。また、行政常任委員会で伊藤委員から

連絡先を記入してもらうべきではないかという指摘

あったと思うのですが、その後ほとんどの施設で今

氏名、連絡先の記入が実施されているというふうに

思います。これなのですけれども、どのような基準

で行っているのかということなのです。個人情報と

いうことになっていきますので、管理の面において

ガイドライン等を設けているのか、そういったこと

を聞きたいというふうに思います。 

 併せてなのですけれども、最近目立ちます北海道

コロナ通知システム、これホームページでも周知さ

れていて、市庁舎の入り口にもあると思うのですけ

れども、これについてですけれども、積極的に利用

を促すなど北海道からの指示というのはあるのかど

うかお伺いしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 現在社会教育施設では、

新型コロナウイルスの感染防止対策としまして施設

入り口等に注意事項を掲示し、窓口にはビニールシ

ートを貼り、飛沫防止等に努め、手指消毒やマスク

の着用、施設、備品などの清拭など小まめに行い、

施設利用者の方には密集、密接、密閉とならないよ

う、人と人との間隔を取る、椅子と椅子との間隔を

空ける、窓の換気を小まめに行うなどご協力をお願

いしているところであります。また、来館された方

には、保健所など関係機関からの情報提供依頼に備

え、氏名、連絡先を記載していただいており、特に

ガイドラインは示されておりませんが、個人情報に

なりますことから、金庫などに保管、施錠管理し、

個人情報が不要となった時点で順次廃棄することと

しております。 

 北海道コロナ通報システムにつきましては、北海

道と札幌市が感染防止対策として５月29日から運用

を開始しております。登録施設に提示しているＱＲ

コードをスマートフォンなどで読み込めば、もし感

染者が読み込んだ日にその施設を利用していれば、

読み込んだ方へ注意喚起の通知をするものとなって

おります。赤平市に対しましても、北海道新型コロ

ナウイルス感染症対策本部より、本システムを住民

や事業者に対し利用していただけるよう周知の協力
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依頼があり、市民の健康管理の一助ともなることな

どから、社会教育施設等の登録を行ったところでご

ざいます。引き続き市ホームページなどで本システ

ムの利用を呼びかけるとともに、新型コロナウイル

ス感染防止対策に努めてまいりますので、ご理解い

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 特にガイドライン

は示されていないということでしたけれども、金庫

に保管して、不要となったら廃棄するということで

す。個人情報になると思いますので、やるからには

しっかりと施設ごとにマニュアルをつくる必要など

も私はあるのではないのかなというふうに思うので

す。例えばどの施設も一人ではないので、責任者を

きちっと決めて、保管から廃棄まで期間をどのぐら

いというふうに決めて、例えばコロナの感染の保健

所への情報提供ということになるのであれば２週間

とか３週間とか、それぐらいの期間を決めて、その

都度というか、それを超えたら捨てるというような

こととか、しっかりとルールつくってやっていく必

要があるのかなというふうに思います。 

 北海道コロナ通知システムについては、周知の協

力依頼があったということだったのですけれども、

積極的に展開していくといったものではないのかな

という印象を受けました。今コロナ感染確認アプリ

というのもニュース等で報道されておりますけれど

も、なかなか思うように進んでいないということが

あります。あわせて、こういったＱＲコード読み込

んでというのもスマホ持っていないと当然できない

ということもありますので、現段階では、アナログ

になりますけれども、連絡先記入していただくとい

う、職員の方大変だと思うのですけれども、これが

一番堅実な方法なのかなというふうに思いますの

で、事務的な作業大変でしょうけれども、しっかり

と取扱いに注意して今後行っていただきたいという

ふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の５の避難所の対策に

ついてです。要旨の１です。これから大雨や土砂災

害などが心配される時期になってきております。今

日の朝も、千葉のほうでしたっけ、震度５というす

ごく大きな地震あったということで、また九州のほ

うでは50年ぶりの大雨というのも報道されておりま

すが、本当にこれから大雨、土砂災害心配される時

期になってきます。現在の指定避難所で収容可能と

言われている人数は、感染症対策を並行して行う場

合受け入れられなくなってくるというふうに考えま

す。現在23の避難所ありますけれども、いわゆる３

密を避けて避難生活を送る場合、何割程度の収容可

能人数になっていくのかお伺いしたいというふうに

思います。 

 また、対策に必要なパーティションの準備など備

品を備える。それと同時に、収容人数減るというこ

とになれば避難所も含めて数を増やしていくなど強

化もしていかなければならないのかなというふうに

思いますので、そういった今後についての考えをお

伺いしたいというふうに思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 避難所の対策についてでござ

いますが、議員のご指摘にもございましたとおり、

３密を避け、感染症対策を取りながらの避難所開設

は収容可能人数が大幅に減少するというふうに考え

られております。その場合、避難所の形状にもより

ますけれども、収容人員は約３割程度になると想定

してございます。その対策といたしましては、避難

所用テント等の備品を活用して最大限の収容人数を

確保できるよう努めてまいりたいと考えておりま

す。今後につきましては、備品等の充実を図るため、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

を活用しながら、避難所用テントの購入、避難所で

の換気や暑さ対策で使用するための大型扇風機、赤

外線サーモカメラやマスクなどを購入する予定でご

ざいます。 

 先日、北海道主催による新型コロナウイルス感染

対策を取りながらの避難所開設訓練が開催され、現

在その結果について検証が行われているところでご

ざいます。当市においての避難所の拡充につきまし
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ては、この検証結果を踏まえ、要領等の見直しなど

について検討してまいりますので、ご理解いただけ

ればと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 大幅に減るという

話でした。コロナがいつ終息するか分からない中で、

災害は逆にいつ起こるか分かりませんので、市内全

ての指定避難所、これが一度に利用されるようなこ

とというのはなかなか想定されないかもしれません

けれども、それでも災害時の交通状況であるとか、

様々な要件から使えない場所が出てくるといったこ

と、いろいろなケースあると思うので、しっかり想

定していただきたいというふうに思うのですが、収

容可能人数が約３割程度まで落ちるということにな

りますと、災害の種類や規模、場所にもよりますけ

れども、基本的には生活館であるとか町内会館とい

うものはほとんど活用するのが難しい状況になって

くるのかなというふうに考えられると思うのです。

ぜひ防災マップや避難所の数等々、場所も含めてな

のですけれども、しっかりと今後に向けて協議のほ

うをしていただいて、市民の安心というのを守って

いっていただきたいと思いますので、よろしくお願

いしたいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。件名の３です。あかびら市

立病院について、項目の１、現在の対応等について、

要旨の１伺います。コロナ禍の中で、本当に危険と

隣り合わせというような状況で働いておられる医療

従事者に皆さんには心から感謝を申し上げたいとい

うふうに思います。市民の方々が必要な医療を受け

られるために、病院入り口で検温や症状に応じた動

線の確保等感染症対策を行っているというふうに思

います。これの状況をお伺いしたいというふうに思

います。 

 また、３月、４月は、やはり感染への不安からか、

外来患者さんが少ないような状況でしたけれども、

最近外来患者さんも少しずつ戻ってきているように

見受けられます。検査や手術など必要な医療が行え

ない、受けられないなどといったことが起こってい

ないのかお伺いしたいというふうに思います。 

 併せてですけれども、ボランティアの方々がもう

今再開をされておりますけれども、ボランティアの

方々の感染予防対策、しっかりと行われているのか

伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 市立病院の感染症対策でござ

いますが、ご指摘のとおり、５月から外来玄関入り

口において看護師による検温と症状や行動歴などの

問診によるトリアージを行っております。これによ

り感染症の疑われる患者につきましては、通常の内

科外来ではなく救急外来に位置する感染診察室にお

いて診察することとし、一般の患者の動線からはで

きる限り避けて診察を受けられるよう対策を取って

おります。これらの対応等により、これまでに数名

の方が感染診察室にて受診されましたが、幸いなこ

とに当院での新型コロナウイルス感染患者は確認さ

れておりません。 

 また、ご指摘のとおり、特に３月、４月には外来

患者数の減少が目立っていた状況にはありました

が、一部事業所の健康診断において延期を希望され

るケースが見受けられたほかは、検査や手術などを

含め、外来部門においては通常どおりの診療を行う

ことができております。 

 また、院内のボランティアの皆さんの病院への支

援活動の状況でございますが、５月いっぱいまでの

活動休止をしていただいていたところでございまし

たが、６月１日から院内案内を除くタオル畳みとぼ

らん亭の営業を再開いただいたところであります。

再開に当たっては、ボランティアの方々ご自身の発

熱のチェックやマスクの着用、食堂内の消毒作業、

換気、席を間引きしてお客様同士の間隔を確保する

などの対策を取っていただきながら営業していただ

いているところであり、安心してご利用いただける

環境づくりにご努力いただいているところでござい

ます。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 ぼらん亭等も安心
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して利用できる状況ということで、一部事業所の健

康診断延期を除き、検査、手術等は通常どおり今行

っているということで安心をしました。 

 また、感染診察室で受診された方が数名いたけれ

ども、感染患者はこれまで出ていないということで

すけれども、もし感染患者さんが確認された場合は

どのようになってくるのか、市民の方々は必要な医

療を受けに市立病院に通いたいけれども、感染が怖

いと、今大分戻ってきている外来患者さんもいます

けれども、ここをどう安心していただくかというこ

とが大事なのだろうというふうに思います。今でも

帰国者・接触者相談センターに電話をかけても、い

きなり指定医療機関には行けないのが現状なので

す。まずは、病院にかかってくださいと言われてし

まうと思います。そうなるとやっぱり近くの病院に

行くことになります。こういうところを今後どうい

うふうに対応していくかということと同時に、コロ

ナの疑いのない方の安心と安全というものの確保を

並行してやっていかなければならないというふうに

思います。引き続き外来玄関での対策のほうは徹底

をお願いしたいというふうに思います。 

 また、医療スタッフの方の抗体検査等々、いろい

ろ議論ありましたけれども、私はＰＣＲであれば積

極的にやっていただきたいなというふうにすごく思

うのです。実際今プロ野球とかが始まり、決して始

まってほしくないわけではないですけれども、始ま

ってほしいと思いますが、定期的にＰＣＲ検査受け

られるというふうに聞くのです。医療従事者の方で

あったり、先ほども出ていましたエッセンシャルワ

ーカーの方、こういった方が定期的にＰＣＲ検査受

けられる体制というのを国挙げてやっていただきた

いというふうに思いますので、市長もぜひそういっ

たところ、要望のほうをお願いしたいというふうに

思います。 

 次の質問に移ります。項目の２です。今後の見通

しについて、要旨の１です。石狩管内を追うように

空知管内の感染拡大というのが広がってまいりまし

た。若干今収まっておりますけれども、岩見沢方面

のクラスター、クラスター班は撤収したということ、

報道載っていましたが、こういった問題です。南空

知だけの問題ではないと思うのです。中空知のコロ

ナ指定病院の現在の状況、併せて今後第３波が起こ

った場合、近隣市の公立病院でカバーしていくとい

うことは十分あり得るのではないかというふうに思

います。あかびら市立病院が受け入れるケース、こ

ういったものも出てくるかもしれないというふうに

思います。陰圧室を使用する場合、人員配置をどう

するのか、空きベッドをどうするのか、そういった

ことを現在シミュレーションしていると思いますの

で、そういったシミュレーションをどのように行っ

ているのか伺いたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 新型コロナウイルス感染患者

の受入れについてでありますが、現在は第２種感染

症指定医療機関、中空知におきましては砂川市立病

院がその機能を果たしていただいているところであ

り、仮に陽性患者が出た場合においては、滝川保健

所の指示の下、入院先が決められ、その感染症指定

医療機関を中心に治療に当たっているのが現状でご

ざいます。道内では、このほか軽症者等の宿泊施設

での受入れ態勢の整備が進められているほか、一般

病院においても対応が進められているところである

と認識いたしております。このような中、当院にお

きましても、今後道内におけるいわゆる第３波と言

われるさらなる感染拡大が広がり、感染症指定医療

機関が満床あるいはそれに近いような状況に陥った

場合や市内でクラスターが発生した場合など、当院

も一定程度その役割を果たさなければならない状況

になることも十分に想定されますことから、検討を

進めているところでございます。 

 現在当院には病室内の空気が外に漏れないような

措置が施されているいわゆる陰圧病室が幾つかあ

り、その中でも防護服などの脱着ができる前室を設

けている部屋が２室ございますので、そのような状

況となった場合にはこの病室での対応となるものと

想定しており、既にＰＣＲ検査の結果待ちの患者を
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対応したケースも出ているところでございます。当

然のことではございますが、その際に対応するスタ

ッフは防護服を着用し、また他の一般患者の安全の

確保も重要でありますことから、隣の病室を空き部

屋とすることや対応するスタッフが一般患者に対応

することを避けるための策といたしまして、一定程

度一般病棟の稼働率を抑えた状態、数にして45床以

下であることが同じフロアで感染患者の治療に当た

る条件として望ましいと想定しているところでござ

います。しかしながら、これまで同様、このたびの

新型コロナウイルス感染症についてはまだまだ解明

されていない要素も多く、今後もどのような感染の

広がりを見せるのかは予測の難しいものであり、状

況に合わせた対応が必要になってまいりますので、

保健所や近隣の医療機関とも情報を共有しながら、

柔軟に対応してまいりたいと思いますので、ご理解

いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 しっかりシミュレ

ーションされているということが確認できました。

今答弁にあったようなケースだと当然管内で協力し

て対応していくということ必要になってくると私は

思いますので、ぜひしっかりと対応していただきた

いというふうに思います。 

 また、現時点においても病室を確保するために稼

働させられない病室というのが常にあるのではない

かというふうに思いますが、指定医療機関だと診療

報酬等の支援策あるのですけれども、そうでない病

院にはこういった準備をして空きベッドがあっても

支援がないというふうに思います。そのため経営自

体も圧迫されてくると、外来も回復に至っていない

となるとさらに厳しい状況になってくるというふう

に思います。感染拡大防止策さらに徹底しながら、

外来受診安心して受けられるような体制、広域でま

た協力をしてコロナに対して対応していく、こうい

ったことをしっかりやりながら、診療報酬の支援等

もしっかりと要望を上げていっていただきたいとい

うふうに思います。 

 次の質問に移ります。件名４、保育、学校教育に

ついて、項目の１、保育所の状況について、要旨の

１です。コロナの中で医療現場同様に休業なく稼働

していたのが保育所です。保育所に対しては、この

間厚生労働省から何度も何度もコロナ対応の指示、

感染拡大防止のための留意点等の通知が送られてい

ます。しっかり対応を行っていても、それでも残念

ながら全国では香川県や愛知県など保育所でのクラ

スターというのが発生をしている事例があります。

また、臨時休園したところも北海道を含め多数あり

ました。 

 赤平市の２つの保育所でもこういった対応、留意

点、しっかりと徹底した上で保育所運営されている

と思いますが、大変な苦労が伴っているのではない

でしょうか。感染対策など今の状況はどのようにな

っているのか、また保育士の方々の状況はどうなの

かお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 保育所における感染症対策に

ついてでございますが、保育所につきましては、保

護者が働いており、家に一人でいることができない

年齢の子供が利用する施設でございますので、これ

までも保護者の協力を得ながら通常どおり開所して

きたところでございます。保育所内での感染症対策

につきましては、基本的に厚生労働省より作成され

た保育所における感染症対策ガイドラインに基づい

て行っております。このガイドラインは、乳幼児期

の特性を踏まえた感染症対策の基本が示されてお

り、その中でも特に感染症の予防に努めてきたとこ

ろであります。 

 感染症の予防は、大きく分けて感染予防と衛生管

理に分かれております。まず、感染予防でございま

すが、保護者のご協力の下、朝にご自宅で児童の体

温を測っていただき、登所時に朝の体温を報告して

もらい、発熱がある場合には登所を控えていただい

ております。また、ご家族内で発熱などの体調不良

の方がいる場合も登所を控えていただいておりま

す。さらに、所内にウイルスを持ち込まないために、
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できる限り外部の人を所内に入れないようにし、登

所や迎えのときも保護者の方にインターホンで呼び

出してもらい、玄関まで、または外に出て児童の受

け渡しをしております。また、全ての職員がマスク

を着用し、朝、昼に検温を実施しているほか、換気

のためできる限り窓を開けたり、児童が使用するお

もちゃを消毒する、外部から児童が所内に入る際の

手洗いを徹底するなど、感染の予防に努めておりま

す。 

 次に、衛生管理でありますが、児童にとって安全

で快適な保育環境を保つために、清掃、消毒を徹底

して実施しております。清掃、消毒の箇所は、施設

内の床、手すり、ドアノブ、机、椅子、トイレ、マ

ット、玄関、スリッパ等に及びまして、これらに対

しては塩素系消毒薬を用いて消毒を行うとともに、

消毒後は日誌に記入するよう徹底しております。ま

た、手の触れる箇所であるドアノブや手すり等につ

きましては、アルコールによる消毒も随時行ってお

ります。今後につきましても、これまでの感染予防

及び衛生管理を徹底してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 感染予防と衛生管

理の徹底で今まで感染症対策してきて、今まではそ

ういうのは起こっていないということになっている

と思います。小さいお子さん預かるだけでも大変な

仕事ですから、さらにこれだけのコロナ対策、今答

弁にあったような対策を毎日毎日行っているという

ことで、本当に大変な苦労があるのだなというふう

に分かりました。国の支援策を見ても、医療現場に

は２次補正で盛り込まれましたけれども、私は保育

士の方々にもしっかりとこういった手当てをしてい

く必要があるのではないかというふうに考えます。

日本共産党は、保育士の賃上げや処遇改善、配置基

準の見直しや非正規保育士の正規化などを提案をし

ておりますけれども、まずはコロナ禍における支援

というのを国にしっかりと求めてまいりたいという

ふうに思います。 

 次の質問に移ります。項目の２、小中学校の状況

について、要旨の１です。北海道独自の緊急事態宣

言から一斉休校が始まり、そして国の宣言による休

業延長を経て、現在は感染対策をしながら通常に戻

りつつある学校教育現場ではありますが、約３か月

という長期の休校による子供の学習の遅れと格差の

拡大、不安とストレスは大変深刻だというふうに思

います。新型コロナ感染症から子供と教職員の健康

と命、これをいかに守っていくかは重要な課題と言

えると思います。日本共産党は、６月２日に学校再

開に当たっての緊急提言というのを発表しました。

再開に当たっては、手厚く柔軟な教育と心のケア、

そして子供たちと教職員の安全をしっかり保障する

ことに努めていただきたい、このように思います。 

 さて、この間の分散登校などで給食の提供などが

ありました。北海道教育委員会からの通達に対して、

教育委員会ではどのような議論を行い、どのような

対応をしてきたのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 議員のご質問のとおり、

本年２月末から春休み期間中までの臨時休校を経

て、４月６日の新学期より一旦学校が再開されまし

たが、国の緊急事態宣言に基づく休業要請により、

４月20日より再度臨時休校となり、その後２度の期

間延長を経て、６月１日より学校が再開され、現在

に至っており、通常に戻りつつあると認識しており

ます。その間における分散登校等や給食の提供など

に係る道教委の４月20日付通知では、児童生徒の心

身の健康状態や学習状況の把握等を行うことを目的

として分散登校を実施するが、実施する場合は半日

日程など必要最小限にとどめる。給食を提供する場

合は分散登校時における学校給食等の対応について

規定する国のガイドライン、主な内容は盛りつけ及

び配膳は教職員が行う、盛りつけの際は複数の教職

員で同じトング等の使い回しをしないなどを踏まえ

る。これが趣旨となっており、この通知に基づく対

応を臨時校長会において協議を行い、栄養のバラン

スが取れた学校給食の提供も考慮した結果、４月30
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日と５月１日の２日間、学校を２分割して４時間授

業で給食ありの分散登校を実施したところです。 

 その後、５月４日に２度目の期間延長がなされた

際の道教委通知では、道の事業者への休業要請が５

月15日までとなっていることを踏まえ、同期間にお

いては必要最小限にとどめ、18日からは週ごとの登

校回数を増やすなど、段階的に学校教育活動を再開

できるよう準備を行うことと分散登校部分が変更と

なり、この通知に基づく対応を協議し、１度目の分

散登校を実施した際の課題として給食提供における

国のガイドライン遵守の困難さが挙げられたため、

５月14日、15日、18日、19日、21日、22日の３度の

分散登校は３時間授業で給食なしとして実施したと

ころであります。５月の最終週につきましては、市

教委及び各学校長とも学校再開に向けてその準備を

行う、また学校再開を円滑に進めるための重要な週

と認識していたため、通常日課に近い形での分散登

校ができるように協議を行い、給食センターへ可能

な限り配膳の負担を減らすメニューの検討を指示

し、中学校３年生のみ、25日に給食なしの３時間授

業、26日、27日、28日、29日の２回は給食を提供し

て一日日課での分散登校を実施したところでありま

す。 

〇議長（若山武信君） 木村議員。 

〇３番（木村恵君） 〔登壇〕 保護者の方からは、

給食提供あって感謝の声があったのですけれども、

出なくなったら何で出ないのだという声もあったの

です。教職員の方、今の話を聞いているとすごく大

変だったろうというふうに思います。保護者、生徒、

教職員とそれぞれのことを考えながら、給食センタ

ー、栄養士の方も大変だったと思いますけれども、

状況に合わせていい判断されてきたのだろうという

ふうに思います。赤平独自での判断でできるところ

はしっかり対応してやっていただきたいというふう

に思います。 

 さて、今後について子供たちの学びの保障、心の

ケア、安全の保障に当たってどのような考えを持っ

ているのか、最後にお伺いします。 

〇議長（若山武信君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 今後の新型コロナウイル

ス感染症の対応としては、令和２年６月５日付、文

部科学省から発出されました新型コロナウイルス感

染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラ

イン及び新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童

生徒の学びの保障総合対策パッケージについての通

知に基づき進めていくことを原則と考えておりま

す。 

 子供たちの学びの保障につきましては、授業時数

確保の観点から、学校行事の精選として、小学校の

運動会、中学校の体育大会について２学期へ実施時

期を変更することが困難なことから中止とし、夏季

及び冬季休業の短縮としては小学校１、２年生は７

月27日から７月31日までの５日間、小学校３年生か

ら６年生及び中学校１、２年生は７月27日から８月

５日までの８日間、中学３年生は夏季休業短縮８日

間に加え、さらに冬季休業の１月13日から15日まで

の３日間を登校日として決定したところでありま

す。 

 心のケアにつきましては、現時点で新型コロナを

起因とする事例は発生しておりませんが、児童生徒

の状況を的確に把握しながら適切に対応していきた

いと考えております。 

 安全の保障に関しましては、学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル、

いわゆる学校の新しい生活様式の通知に基づき、１、

身体的距離の確保、２、マスクの活用、３、手洗い、

この３つを基本に行っているところですが、休業期

間に登校日を設定したこともあり、熱中症対策や換

気方法など、どのような対応が有効なのか今後検討

が必要と考えているところです。 

 また、国の２次補正の予算において学習指導員等

の増員、スクールカウンセラーの対応などの予算や

熱中症対策などを含む感染症対策の増加費用に対す

る予算が計上されていることから、今後この補助金

活用の可能性については学校現場と協議しながら進

めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り
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ますようお願い申し上げます。 

                       

〇議長（若山武信君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ４時２４分 散 会） 

  



 －93－ 

 

 上記会議の記録に相違ないことを証する

ため、ここに署名する。 

 

 

        令和  年  月  日 

 

 

        議      長 

 

 

        署 名 議 員（  番） 

 

 

        署 名 議 員（  番） 


